
〈研究ノート〉権利担保論序説 : 権利譲渡担保の
前提として

著者 鳥谷部 茂
雑誌名 筑波法政
巻 3
ページ 57-86
発行年 1980-03
URL http://hdl.handle.net/2241/00155659



i
i

─

≤
⇔
≡
1

1

│
∂
╘
⌐╩

≤
∆
╢

─

≤

─
─

ה─

│
∂
╘
⌐

╩

B

≤
∆
╢

─

≤

(
1
v

Ɫ

≤
│

⅜
(

≤
⇔
≡

⌐

⇔
≡
╪
╦
∆
╢

╩

─

(
─

mg

≤
L
≡

i
i

─

≤
⇔
≡
1
1
4

─

⌂

─
⌂

─
√
╘
─

─
√
╘
─

─
╖
─

≠
↑

─

┼
─

(2) 

⌐

∆
╢

╩
™
℮

╦
⅜

⌐
⅔
™
≡
╙

♪
▬
♠
⌐
⅔
™
≡
╙

─

≤
⇔
≡
│

⌂
╢

╩

⇔
∆
╢
⌐
∆
⅞

4ɞ

↓
⌂
™

⇔
⅛
⇔

─
╒
⅛
⌐

─

╩

∆
╢



⅜

⌂
⅜
╠
∏
{
→
⌂
╦
╣
≡
™
╢

∕
↓
≢

╩

⌐
∆
╢
◓

(
4
)
 

┼
─

g

⅛
╠

╣

─

⌐

◖

─

─
√
╘
⌐

≤
⇔
≡
─

╩

∆
╢
╙
─
─
╖
╩

⌐

⇔

∕
↓
⅛
╠

⌐

≠
→
╩

ⅎ
℮
╢

(
5

╩

╤
℮
≤
∆
╢
─
⅜

≢
№
╢

─
╒
⅛
⌐

─

╩

⌂
╗
╙
─
≤
⇔
≡

(
6
)
 

ⅎ
┌

⌂

─
√
╘
─

─

(
7

(

8

)

(

9

)

)

꜡
1
6

fi

≢
⅝
⌂
™

≢
⅝
⌂
™

(

)

(

꜡

)

(

)

)

ⱨ

◒
♃
ꜞ
fi
◓

↑

⌂
≥
─

⅜
∆
≢
⌐

⌂
╦
╣
≡
™
╢

╦
⅜

─
╖
⌂
╠
∏

♪
▬
♠
⌐
⅔
™
≡

╙

─

⌐

─

(ɮ

i

(

)

⅜

╩

⇔
≈
≈
№
╢

↓
─
╟
℮
⌂

╩

╙

ⅎ
∏
∕
─
╕
╕

⇔
≡
⅔
ↄ
↓
≤
│
≢
⅝
⌂
™

∆
≢

⌐

─

⅜

⌐
╙

⌂
⅛
╠
∏

⇔
≡
⅝

≡
™
╢

╕
√

⌐
≈
™
≡
│

─

╙

↕
╣
≡
™
╢

⇔
⅛
⇔

ה

™
∏
╣
╙

─

⌐

╩

←
─
╖
≢

≤
⇔
≡
─

⌂

⌐

↑
≡
™
╢

⌐

─

≤
≤
╙
⌐

⌂

(

⅜

⇔

⇔
≈
≈
№
╢

ה

─

™
∏
╣
⌐
≤

≡
╙

⌐
∕
─

ה

⌂

─

⌐

╦

╣
╢
─
╖
≢
│
⌂
ↄ

∕
─

⌂

╩

∆
╢
↓
≤
⅜

⌐

╕
╣
╢

∕
⇔
≡

↓
╣
╕
≢
─

╩

≤
∆
╢

⌐
│

─
╟
℮
⌂

⅜
№

√

◓

┼
─

d

─
⌐
b

F
/
?

⌐

╦
⇔
╣
≡
↨
√

?
?

╦

™

꜡
{
}

M
H
A
H

ɨ∩
꜡

◙
≡
─

╡

9
1

⌐
⅔
꜠
≡
⅔
J

U

(

╠

╔
™
≤
∆
╢

ⅎ

≤
⌐

╣
√

∞
⅜

│

─

ⅎ

⅜

≤
⌂
╡

R

├

Hgɮ

꜡
)

⌐

≡

⌠
≤

↕
╣
√

∕
─

HN2zg
│
H

╩

≤
∆
╢

H

─
╟
╡

™
™
┴

≢

╢

L

≤
⇔
≡
─

⌐

↕
╣
√

ɮ

⌐

─

╟
℮
⌂

─

│

≤
⇔
≡

↕
╣
≡
™
╢
⅜

≥
─
╟
℮

⌂

≢

⌂
─
⅛

╕
√

∏

Y
⌂
↑
╣
┌
⌂
╠
⌂
™
─
⅛

╠
⅛
≢
│
⌂
™

ɮ

⌐

│

≤

∂

─
╙

(

)

─
≤
↕
╣
√
⅜

∕
╣
⌐
╙
⅛
⅛
╦
╠
∏

⌂

™
╩

↑
≡
⅝
√
Q

∆
⌂
╦
∟

│

╩

↑
≡

─

╩

™
╢

⅜

ↄ

│

─

⌐

⅜

⅜
╣
≡
⅝
√

╝

⌐

─

⌡

╛

⌂
≥
─

(

∂
≡

ⅎ
┌
╟
™
≤
─

⅛

╢
ɤ

⌂

≤
⇔
≡
─

⌐
∆
⅞
⌂
™
⌂
╠
ⱳ
≤
╙
⅛
ↄ

≤
⇔
≡

₁
─

E

⌂

╩

⌐
∆
↓
≤
─
⌂
™
∕
─
╟
℮
⌂

│

─

─
╖
⅜

─

╢
═
⅝
⇔

≢
╘
╢
≤
™
℮
↓
≤
⌂

≤
⇔

≡
™
╢
↓
≤
⌐
⌂
ꜞ

─

⌐

∂
√

─

╩

↨

(

)

∆

─
┴

⌂
™
⇔

≢
╙
№
╢
c

╝

⌐

─



─

⌐

─

│

⌂
⅛
╠
∏

∂
╠
╣
≡
⅝
√
⅜

Ɫ

─

⌐
≈
™
≡
│

─
╒
⅛
№
╕
╡

∂
╠
╣

⌂
⅛

√

─

╩

⌂
╠
⇔
╘
╢
⌐
│

(

}

∆
⌂
╦
∟

─

╙

↕
╣
⌡
┌
⌂
╠
⌂
⅛

√

≤
╙

∆
╢
⅜

↓
─

⌐
│

№
ⅎ
≡

╩

≤
⇔
≡

⇔
√
╙
─
─

(

)
─

⌐

─

╩

⇔

⌐

∆
╢

╩

ה

⌐

∆
╢
≤

™
℮

⅜

⇔

∕
─

⅜

ה

─
╙
≤
⌐

ɮ)

╩
╙

⇔
≡
⅝
√

≤

ⅎ
╢
↓
≤
⅜
≢
⅝
╢

♬

─
≢

⇔
√

≤

╩

∆
╢
√
╘
⌐
│

─

≢

═
√
╟
℮
⌂

⌂
╢

│

≤
╙

ⅎ
╢
─
≢

№
╢

∕
↓
≢

≢
│

₁
─

⌐

≠
↑
╩

ⅎ

℮
╢

╩

╢

─
℮
∟

∕
─

≢
№
╢
P

d
l

p

⌂

─
√
╘
─

e
─

╩

⌐

∆
╢

╩

∆
╢

ה

│

ↄ
№
╢
⅜

∕
╣

╠
─
∆
═
≡
╩
↓
↓
≢

∏
╢
↓
≤
│

≢
№
╢
≤
≤
╙
⌐

≢
╙
⌂
™

⌐

═
╢
╟
℮
⌐

₁
─

│

⌂

─

─

─

╩

≤
⇔
≡
™

╢

↓
╣
╠
─

│

⅜

⌂
╢
╙
─
─

⌐

(
⅔

╩

∆
╢
≤
≤
╙
⌐

⌐
╙

╩

⇔
≡
™
╢

ɮ

│

⌐
⅔
↑
╢

─

≢
№
╡

─

╛

╩

∆
╢
↓
≤
⌂
ↄ

1
1

─

≤
⇔
≡

l
l

⇔
≡

╩

∏
╢
↓
≤
│
≢
⅝
⌂
™

⌐
╙

⌐
╙

│

╩

≤
∆
╢

⌐
⅔
↑
╢

⌂

╩

⇔
≡
⅝
√
⅛
╠
≢
№
╢

⌂

─

⌂

─
√
╘
⌐
∆
╢

⌐
⅔
™
≡
│

─

≤
™
℮
↓
≤
⅜

≤

⌐

∆

╢
∞
↑
≢
⌂
ↄ

─
√
╘

№
╢
™
│

─
√
╘
⌐

∆
╢
↓

≤
⌐
╟

≡

─

≤

─

╕
√
│
∕
╣

─

╩

⇔
≡
⅝
√

∕
╣
╩

≠
↑
≡
⅝
√
─
⅜

Ɫ

)

(

)

Ɫ

⅔

≤

꜡
N

g
n
v

≢
№

√

╕
√

ה

⌐
⅔
™
≡
╙

⌐
⅔
™
≡
╙

│

╟
╡
↓
─

⌐

™

╩

∆
╢

↓
╣
╠
─

⌐
⅔
™

≡

⌂

─

⅜

─

≤
⇔
≡

∂
╠
╣

⌡
┌
⌂
╠
⌂
™

ɮ

─

⅔
╟
┘
∕
─

─

─

(ɮ

ɨ

H

⌠꜡

4
0
꜡

V
O
H

꜡

m
g
r
ɮ

꜡꜡

l

(
⅔
)

S
R
R
꜡꜡
⌠

Hugo

)
≤
│

─

≢

∕

─

─

╩

∆
╢

╩
™
℮

─

│

─
√

╘
─

Ɫ

─

╩
≤

≡

╦
╣
≡
⅝
√

↓
─

≢

⌂

─

≤

∆
╢

∕
⇔
≡

─

╙

≤

ⅎ
╠
╣
≡
⅝
√

╕
√

⌐
⅔
↑
╢

─

(

)

≢
─

│

⇔
™
╙
─
⅜
№
╢

─
╖
⌂
╠
∏

⌐

ה

ה

ה
◗
ꜟ
ⱨ

⌂
≥
╕
≢
⅜
∕
─

≤
⌂

╡

↔
ↄ

─

≢
│
↓
─

╩

⌐

╣
╢
╙
─
╙

╦
╣
≡



(

)

⅝
√

↕
╠
⌐

⌐
╟
╢

™
│
№
╢
⌐
⇔
≡
╙

│

┘

╩

↕
╣
╢
⌐

√

⌐
╙

ↄ
│

⌂

≤

ⅎ
╢

⅜

⅛

√

╩

ⅎ

╦
∑
╢
≤

↓
╣
╙

─

≤
⇔
≡

↕
╣
⌂
↑
╣
┌
⌂
╠
⌂
™

─

│

↓
╣
╠
─

⌂

─

⅛
╠

─

╩

↓
℮
≤
∆
╢
─
≢
№
╢
⅜

≢
│

≤
╡
№
ⅎ

)

∏
∕
─

≤
⇔
≡

╩

∆
╢

∕
─

│

⌐

№
╢

∆
⌂
╦
∟

⌐
≈
™
≡
│

∕
─

√
╢

─

⌐
≥
╣
╒
≥

≤
⇔
≡
─

№
╢
™
│

⅜
A
A

╕
╣

≡
™
╢
⅛

≢
№
╢

↓
╣
⌐
╟

≡

⅛
╠

─

╩

≠
↑
╢
↓
≤
╙
≢
⅝
╟
℮

ɮ

⌂

─

│

─
√
╘
Ⱬ

─
√
╘

─

⌐

↑

╠
╣
╢
⅜

─
√
╘
─

│

─

≤

─
╙

─
≢
№
╢
≤

ⅎ
╠
╣
╢
─
≢

∕
╣
╠
─

─

╩

∆

(

)

╢
↓
≤
⌐
╟
╡

─

─

⌐

∆
╢
↓
≤
⅜
≢
⅝
╢
─
≢

│
№
╢
╕
™
⅛

≤

ⅎ
╢

1
)
↓
─

─

─

≤
│

─

≤

─

≢

™
≡
™
╢

≤
─
╟
℮
⌂

│

ↄ

⇔
™
╙
─
≢

E
d

}

⅜
↔
ↄ

╘
≡

⌐
↕
╣
√

♬

O

A
Y

1
1

╠
≤
─

™
╢
╙
─
≤
⇔
≡

HH

ה

ה

─

{

ה

─

⅜
№
╢

ⱶⱢ

O

─

≤

─

≤
⇔
≡

⅜
№
╢

⌐

≤
│

─

╩

∆
╢

≤
≢
№
╡

─

╩

∆
╢
√
╘
─

─

ה

≢
№
╢
(

ה

≤

)

≡

─

≤
│

↕
╣
╢

∆
⌂
╦
∟

╩
™
℮

∕
─

─

⌐
│

ה

⌂
≥
─

─
╒
⅛
⌐

╛

⌂
≥
─

╙

╕
╣

╢

↕
╠
⌐

ↄ
│

╛

⌂
≥
╙

╘
╢
ɛ

≤
⅜
≢
⅝

╢
Ɫ

ה

⇔
⅛
⇔

∕
╣
╠
│

│

─

≤
™
╦
╣
≡
⅝
√
╙
─
≢
№
╢

♪
▬
♠

≢
╙

a
R
E

M
M
P

n
F↑
│

⌐
™
℮

≢
│
⌂
ↄ

╩

≤
∆
╢

(
♫
⌂
╦
∟

─
↓
≤
╩
™
℮

─

≤
⇔
≡

╩

≤
∆
╢

─

≢

≤

┌
╣
╢
ɛ

≤
╙
№
╢

(
2
V
ɮ
n
-
N

╡

↑

2
w
a
z
k
F
0
2
M
M
M
ה
ה
K
F

הה

r

ӓsɮ
ӓ

│

≢

n
v
g
}

ɮ
n
v
R

╩

™

╕
√

ɮɨ

H
n
y

꜡

uoHH

ɮ

F
R
E

◕

ה

ה

H

awMה
8
?

≢

꜡
꜡

ɮ
ɮ

n
v
R
E꜡

╩

≢

ɮ
H
n
F
R

ɮ

∞

4
0
꜡

2
F

╩

℮

≡

≤
⇔
≡

⌐

∆
╢
≤
™
℮
─
│

ɮHnFO

ɮ
H
H
A
W
H

꜡
꜡

≤
™
℮

≢
№
╢

Ɫ3

♪
▬
♠

Ɫ
4

H

┼
─

u
≤
│

╩

≤
∆
╢

╩

⌐

≤

─

─
╙
─
≤
⇔
≡

⇔
√
↓
≤
╩
™
℮

│

⌂

∆
⌂
╦
∟

╩

╣
√

╩

∏
╢
⇔

╕
√

≤
⇔
≡

╘

≢
№
╢

≤

─

╩

♫
╢
⅛
╠

∕
─

≢
│

≤

≡

→
⌂
™

≡

≤

─

™
╙
≢
⅝
╢

╦
↑
∞
⅜

⌐
┴

╩

≤
∆
╢

u

▬
2
1
L
v
r

M

≢
⌂

↑
╣
┌
⌂
╠
⌠

⌐
│
⌂
╠
⌂
™
G

(

5

U

ה

ה

ɮ
(

?
1♯
N
0
7
v



∕
─

─

╩

∆
╢

─
≤
⇔
≡

ה

☿
Ⱶ
♫

ה

ה

H

ה

ה

≤

─

3

─

♬

⌂
≥

≈
╡

≤

◗

ה

O

H

H

⌐
⅔

↑
╢

─

ה

Ɫ

9
)

O

ה

O

u

u

u

─

(

X

≥

t

H

H

H

H

H

≤

t
O

ה

≤

ה

⌂
≥

♪
▬

♠
⌐
⅔
╡
╢

╩

ה
ⱨ
T

♃
♃
ꜞ
fi
◓
≤
─

≢

∏
╢
╙

─
≤
⇔
≡

⌐
⅔
↑
╢

ⱨ

◒
♃
ꜞ
fi
◓
≤

≡

⅜
№
╢

─

⌂

─

≈
│

╩
≥
─
╟
℮
⌐

ⅎ
╢
═
⅝
⅛
╩

∆
╢
ɛ
≤
⌐
№
╢

≢

═
╢

(

7

V

≤
│

⅜

Ɫ

)
⌐

⇔
≡

∏
╢

╩

⅜

─

⅛
√
─

╩

↑

⇔
√

╩

╖
∏
⅛
╠
─

─

⌐

∆
╢

≤
™
℮

⌐
╟
╢

≢
№
╢
Ɫ

ה

ɛ

─

─

⌐
≈
™
≡

╣
≡
™
╢
⅜

⌐

≤
⌂
╢
─
│

ᵑ

⌐

√
≤

⅝
│

⌐

╩

℮
⅛

ᵒ

╩

Ɫ
⅔
™

⌐

╡

ⅎ
√

≤
⌂
╢
⅛

@

│

─

─

⌐

╢
═
⅝
⅛

⌂
≥
≢
№
╢

Ɫ
5

─

╒
⅛

─

─

╩

⅜

⇔
√

─

─

⌐
╟
╢

─
√
№
⌐
∆
╢
™
╦
╝
╢

─

E

O

Ꞌ

O
Ꞌ

─

O

─

≤

⌂
≥

│

∏
⇔
╙

⇔
≡
™
⌂
™

≠
↑
⅜

≢
№
╢

8
)

⅜

╩

╢
─
│

─
≤
⅔
╡

№
╢

⌐
≈
™
≡
│

⌂
≥
⌐

│

╣
╢

│

ↄ
│

⌐
╟

≡
™
√
⅜

∕
─

⌐

╩

╘
╢

⌐

⅝

≈
™
⌐
│

⌐

√

ה

0
ה

ה

♬

)

♫
⌂
╦
∟

⌐

⇔
√

╩

≤
∆
╢

╡

⌐

╩
╙

≡

⌐

≢

⅝
╢
≤
⇔
√
Ɫ

─

≤

♃

t

⇔

1

╩
≥
≤
╕
≢

ↄ
≢
⅝
╢
⅛
⌐
≈
™

≡
│

≤
⇔
≡
─

⌐

∆
╢

⅜

⌐
↕
╣
⌂
↑
╣
┌
⌂

╠
⌂
™

─

⌐
│

─

⇔
⌂
™
ɛ

≤
╙

∕
─
╟
℮
⌂

(
√
≤
ⅎ
┌

│

│
№
╢
≤
™

≡
╙

≤
⇔
≡
│
⌂
™
⌐

└
≤
⇔
™
)
⅜

⌐
∏
≢
⌐

∆
╢
ɛ

≤
≤
─

1

→
⌐
│
⌂
╠
⌂

™

≤
∆
╢

─

─

╙
№
╡

∆
═
⅝
≢
№
╢
⅜

≥
↓
╕
≢

ↄ
≢
⅝
╢
─
⅛

⌐

⌂

⅜

≢
№
╢

(

9

)

l

♬

O



i
♪
▬
♠

Ɫ

♪
f
fl

╩
╘
←
╢

f
h
M

ⱬ

♃
i
ה
◑
ꜟ
☺
☻
(

)

E
i
fi

─

≤

─

i

♪
▬
fl
⌐
⅔

↑
╢

─

⌂
≥

(

ɮ

)

≢
⅝
⌂
™

⅜

╩

∆
╢
≤
≤
╩

∆
╢
╙

≤

⇔
≡

⇔
ⅎ
⌂
™

⌐
≈
™
≡

ה

ɮ

⅜
№
╢

E
g
o
-

꜡

1HnM-

mrw

n
F

m
n
F
H
P
ӓ

ה

ה

0

mn

AHF

F
N

J

♦

ɮ
ӓה
ӓ
h

5
2
M
m
H
F
U
╔

◖

nHH꜡
←

--t

g
R
Z

ɮ

E
O

S
M
R
o
r

mHHMHEst

V
Z
U

HUHO
ה
ɮɮJ1h

ɮ
-nr-ה2

ה

ה

╟

ה

-
H

ɮ
ה
MUM-

)

(
꜡

ⱨ

◒
F
ꜞ
fi
◓

─

!
♪
▬
♠

╩

≤
⇔

≡
i

O

ה

◙

♬

─
ⱪ
▪
◓
♃
꞉
fi
◓
⌐
≈
™
≡

▬
◑
ꜞ
☻
⌐
⅔
↑
╢
ⱨ

F
F
ꜞ
fi
◓

─

N

B
L

ⱨ
▪
◓
♃
ꜞ
fi
◓

─

≤

N
B
L

O

⌂
≥

(

U
U

ה

♬

O

H

ה

ה

─

♬

♬
ה

ה

0
ה

ה

™
⅜

╩

╘
╢

Ɫ
M
)

─

ה

⅔

╡

─

ה

w

1

⌂
≥

ה

ה

O

↔
♬

│

њ 
J ⁸

⅜

≤
⇔
≡

⌐

↕

╣
√

─

╡

≢
№
╢

│

↓

─

─

│
⅔

─

™

ⱶ

↔

₂
≡
∆
╢

≤
╖
╢
═

⌐
⅛

╠

╡

╙

⌐

⌐

∑
╠
╣
╣

≤
?

═
╩
ϴ

№
╢

≤
⇔
√

(

QUO
꜡
♃

HMꜚ
ucny

ӓ

mn→
g

w

n
z
w
H

5
ה

ɫ
◖ӓ

h
d
2
5
5
3
P

♬

ɮ
n
F
m

mvnFF

ה

cmEW]FhwhUA

ӓ
ה

J↔

m
g
F

W

n
y

w
n
F
S
R
F
g
w
m
-

꜡

4
H
U
3
w
ɮ
ה

◓

ⅎ
┌

⌂

╩

ה

№
→
╢
≤

╛
(

≢
⅝
⌂
™
)

mm

─

╩

⌐

≤
∆
╢
╙
─
(

∂
ה

0
♬ה

O

O

¥

─

≤

─

(

ה

ה

O

♬

≤

Ɫ

ה
=

ɡ

─

≤

≤

(

ה

ה

O

⌂
≥
╩

≤
∆
╢
╙
─
⅜
№
╢

∕
╣
╠

─

│

≤
⇔
≡

╠
⅛
≢
│
⌂

™

─

⌂

─

≈
│

ɛ

╣
╠
╩

⇔

≠
↑

╩

ⅎ
╢
↓
≤
≢
№
╢

(

ɜ

)

⌠

P

U

g
Z꜡

R
U
Z
3
8
8

n
r
g

─

N
H
N
t
d
n
F
H
S
P
ӓ

ה

"ɮ

R
R
F
ɮ
ה

ה

S

N

Hd

꜡
ꜚ
⌠

꜡
─

├
N
M
M

ה
"

Hӓӓӓה

ɮ
M
n
y
o

2
5
u
mהӓ
U
H
Hה
H
4
1

FOH
a

▪

S
F

om

}

1mHHMMZw-m
ה

M
m
m
p
m

ɮה

)

J

E-F
ה
ה

4
ɮ
-
m
D
qה

Ɫ

ה

ה

™

ה
=

─

∏
═
⅝
≢
№
╢

ה



─

)

)

─

⌐
⅔
↑
╢

─

│

{

─

─

─

⌐
⅔
™
≡

─

⅛
╠

─

─

╩

∆
╢

)

ɛ

─
╟
℮
⌂

┌

╦
╣

╦
╣
⅜

⌂
⅔
℮
≤
∆
╢

─

╩

≠
↑
╢
╙
─

№
╡

╩

ⅎ
╢
╙
─
≢
№
╢

(

╘
≡

⌂

⌂
─
≢

─

≤
⇔
√
™

(
m
ɮ
)

─

│
♪
▬
♠

⅛
╠
─

─
╙
≤
⌐

JM
│
⇔
≡
⅝
√

╡
≡

╡

≤
⇔
≡

♬

∂
≡
─

╙

╕

∏
♪
▬
♠

⌐
⅔
↑
╢

─

≤

⌐

∆
╢

⅛
╠

∆
╢

⅜
№

√

⇔
⅛
⇔

⌂
℮
⌐
⇔
≡
╙

│

ↄ

─

≢
№
╢
√
╘

∕
─

∆
╠
'

⇔

™

⌐
№
╢

≡

ɛ
ɛ

≢
│

⌂

≢
─
╖
♪
▬
♠

╩

⇔
≡
≤

╣
ⱡ
№
ⅎ
∏

─
⇔
V
U
U

╩

⌂
™

⌐
∕
─

⌐

≠
™
≡

╩

⌂
℮

≢
№
╢

)

≤

─

⇔
⌂
∆
╢
─
⅜

≤
⇔
≡
─

≢
№
╢

ɛ
╣
⌐

∆
╢

≤
⇔
≡

(

HdMmnMM

'

C
꜡

⌐
≈
™
≡

─

i
♪
▬
♠
─

╩

≤
⇔
≡
!

}

t

⌐
⅔
↑
╢

─

⌂
⅝

⅔

r-

mmh

┼
─

▪
ⱪ
꜡

♅

i

≤

t

(

g
w
n
F

)
⌐

∆
╢

!
≤
ↄ
⌐

╩

≤
⇔
≡

i

lm{ɞ
╪
J
U
2
1
1

Ⱶ
♥
╦
)

┼

)

fl
Ꞌ

M
4
L
≡

?

J

Ɫ
♬
ɞ

1
7

=

⅜
№
╢

(
}

ɮ

F

P

-C-w

ה
-
m
N

ה

V
h
t
u

ɮ
n
H
W
C
H
N

F

i
l

─

≤
⇔
≡

l
l

-
c
w
mה
ɮ

(

V

™
™

r∟
ה

'JT

⌐
╟
╢
≤

─
℮
∟
─

─

⅜

╘
╢

⅜

─

♬
Ɽ

☿
fi
♩
≢
№
╢
─

⌐

⇔
≡

Ɫ
ⱶ

ה

)
≢
│

Ɽ

☿
fi
♩
≢
№
╢

↓
╣
⌐

⇔
≡

─

ⱶ

ה

O

)
⌐
╟
╢
≤
∆

O
Ɽ

☿
fi
♩
⌐

⇔
≡
™
╢
≤
™
℮

⅜
№
╢

⇔

↓
─

⌐
│

◗
ꜟ
ⱨ

╛

⅜

╕
╣
≡
™
╢

Ɫ
⅔
)

ⅎ
┌

ה

O

ⱬ

ה

─

≤

☺

ꜞ
☻
♩

O

─

⌐
≈
™
≡
│

─

⌐

╢

mr

(

─

♬

)
│

─

╩

⇔
√

╣
√

%
≢
№
╢
⅜

≤
⇔
≡

≤

┼
─
⅜
≤
⅛
╠

⇔
≡
⅔
╠
∏

─

m

⅛

╣
≡
™
√

─

≤

♬

─

─

⅜

≢
№
╢

─

─
⌂
∆
╢

╩

⌐

2
1
r
d
G

↓

L
♬
Ⱬ

♣
♪

™
≡
│

™
Ɫ
→
⌐
≈

≤

─
J

♩

─

≤
─

⌐

⇔

╙

e

⌂
⅜

═

⇔
⌂
™

≤
↕

╣
≡
™
╢
c

ⱶ
ⱡ ¥



⇔
⅛
⇔

│

╕
√
│

─

⌐

⇔
≡

╘
≡

√
╣

f

)

≡
™
⌐
─
≢

∕
─

≈

™
≡

⌐
╠
ↄ

Ᵽ
J

⌂
↕
╣
√
c
y
j
y
e

┴
⌐
⅔
™
≡

⇔
≡
↓
≈
─

⌐

╣
√

∆
⌂
╦
╙

≤

≢
№
╢

ɮ

Ɫ

N
g
0
5
O

)

⌐
↓
─

⅜

⅝

╪

™
⌐

↕
╣
√
─
│

≤

─

⌐
│

⅜

⇔
⌂
™
─
⌐

⌐
│
a
h

⅜

⌐

ⅎ
╠
╣
╢
─
⅛
╩

∆
╢
⌐
≈
™
≡
─

⅛
╠
≢
№

√

↓
─

⌐
╟
╢
≤

ה

│

ↄ

⇔
™

∆
╢
╙
─
≢
│
⌂
ↄ

≤

─

╩

╡

↑
╢
↓
≤
⌐
╟

≡

∆
╢
≤
™
℮

≡

↓
─

─

│

⌂

─

≢
│
⌂
ↄ

≢
№
╢

│

─

╩

∆
╢
─
⌐

⌂

⌐
⅔
↑
╢

♦
0
)

╩

∆
╢
─
╖
≢
№
╢

↓
─

╙
↕
╠
⌐

⅛
ↄ

⅛
╣
╢
⅜

⌂

⌐
≈
™
≡
│

⌐

╢
↓
≤
⌐
⇔
≡

↓
↓
≢
│

⌐

∆
╢
⌐
≤
≥
╘
╢

∆
⌂
╦
∟

↓
─

─

≢
╙

─

╣
╩

─

≢

╘
╢
≤

∆
╢

Ɫ

(

4

1

)
╛

─

╣
│

─

─
√
╘
⌐

↕
╣

∕
─

⌐

≡

↕
╣
╢

≢
№
╢
≤

╢

(

(
5Mm
¥
№
╢
™
│

─

╩

≤
⇔
⌂
⅜
╠

─

꜡

m
R

)
⅛
╠
∕
─

╩

∆
╢

─
℮
∟
─

─

(

2
2
n
v
C
∆
⌂
╦
∟

╩

╢
≤

╢

R

u

↕
╠
⌐

─

╣
╩

⌂
⅔

─

≤
⇔
≈

≈
╙

─
⅜

≢
│
⌂
ↄ

─
╒
⅛
⌐

┼-
4
V

╩

ⅎ
╢

─

≤
≤
╠
ⅎ
╢

(

)

⌂
≥
⅜
№
╢

Ɫ

H
d
g
H
F

v
g

R
Z
ɚ

↓

─

│

│

╩

≤
⇔

─

⌐

−
╡
╣

F
8

√

≢
№
╢
≤

╢

≡

╣
↕
╣
√

↑
™

≤
⇔
≡

╗

⌐
№
╡

╣
↕
╣
√

≤
│

(
⌂
╢

ⱶ

U
9
)

╩

J

╢

≢

≤

↕
╣
╢

↓
─

┌

꜡

2
5
2

(

)

(

U

⅛
╠

4
5
Eӓnv

╩
│

≡

2
2
m
⌐
Er
ꜞ

Ɫ
⌐

↕
╣)

√

╦
⅜

⌐
⅔
™
≡
╙

⅜

≢
№

√
⅜

⅔

∕
─

⅜

╩

╘

⌐

↕
╣
≡
™
╢

╩

⌐

⇔
╟
℮
≤
∆
╢

⅛
╠
╖
╣
┌

─
╟

℮
⌂

≤
⌂
╢
─
│

≢

√
≤
™
℮
↓
≤
⅜
≢
⅝
╢

⇔
⅛
╙

─

─

≢
№
╢

F
M
M
H
N

╛

H
W
B
g
R

(

─

│

)
⅜

⌐

─

Q
P
E
i

o
u
y
Z
≢
№
╢
≤

ⅎ
√

⇔
⅛
⇔

─
⇔
ⱶ
─

(MN2Z

E
C
S
U
≤
™
℮

╪
╝
⅛

╘
╢
═
⅝
⅛
≥

⅛

⅜
№

√

n
p

│
↓
╣
⌐
≈
⅝

≢
№
↓
~

∕
─

─

╣
─

╙

╣
↕
╣
√

V

⅜

─

≢
№
╢

≤
™
℮

ⅎ

⌐
⌂
╢

⇔
⅛
⇔

─
╟
℮
⌂

≢
│

≢
⅝
⌂
™

╩

≈
─

≤
⇔
≡

⌂
╪

╩

∆
╢
╙
─

∆
⌂
╦
∟
↓
─

≢

≤
╖
≡

→
⌂

(
H
U
 

™
≤
∆
╢

⅜
№
╢

─

∆
╢
℮
ⅎ
≢

╣
∞



≢
№
╢

™
∏
╣
─

╙

╣
≡
╪

Ᵽ

ⅎ

≢
⅔
╢

⇔
⅛
⇔

╩

≤
∆
╖

⅜

∏

ⅎ
╢

≤

∂
⌐

↕
╣
⌂

↑
╣
┌

╠
⌂
™
∞
╤

≤

─

╩

ⅎ
╢

≤
⅝

╕
∞

╘

ꜞ
─

⌐

J

╢

⅛
╠
╖
≡

─

™
⅛

⇔
╛
∆
™

╩

╪
≢
™
╢
─
≢
│
⌂
™
⅛
≤

╦

╣
╢

↓
↓
≢

─

∆
╢
↓
≤
│

─

─

╩

∆
↓

≤
≢
│
⌂
ↄ

╩

≤
∆
╢

≤
™
℮
↕
╠
⌐

⅝
⌂

─

≢

─

∆
╢
⅛

№
╢
™
│

─

⇔
™

╩

∕
─

⌐

╡

∆
↓
≤
⅜
≢
⅝
⌂
™
⅛

≤
™
℮
↓
≤
≢
№
╢

≢
╖
≡
⅝
√

─

⅛
╠

⌂
ↄ
≤
╙

│

≢
№
╢

≤

ⅎ
╠
╣
╢

∆
⌂
╦
∟

u
m
E
E

─

⅔
℮
╟
℮
⌐

0

2
2
H
U
꜡
Ɫ

─
√
╘
─

V

╩

™

─

8

2

5
3꜡

ɮ

≤

ⅎ
╢
⌂
╠
┌

5
a(

n
z
g
╩
P

4

≤

≠
↑
╢
↓
≤
╙

≤
⌂
╤
℮

∕
╣

⌐

╩

≤
∆
╢

Ɫ

꜡

R
E
S
H
N
2
g
g
)⅜

⌐
▬
◖

ꜟ

≢
⌂
↑
╣
┌
⌂
╠
⌂
™
≤
™
℮
↓
≤
│
⌂
™
╟
℮

⌐

╦
╣
╢↕

╠
⌐

─

⌐

∆
╢

≤
⇔
≡

⅜

≤

⌐

⌐
∆
⅞
⌂
™
─
⅛

∕
╣
≤
╙

Ɫ─

E
Eӓn
v

)
≤

⌐

(
a
p
m
M
M
n
v
o

≢
№

╢
─
⅛
⅜

╦
╣
╢

╦
⅜

≢
╙

ↄ
│

♃
ꜟ

ⱡ

ꜞ

Ɫ

♃
ꜟ
◖
♩
▪
ꜞ

Ɫ

♃
ꜟ
◖
♩
▪
ꜞ

♅

i

─

≤
⇔
≡
1
1
6

ⱡ

ⱡ

◐
Ɫ

♬
◦
♥

/

Ɫ

♫
ꜟ

◦

mv

꜠

ꞌ

♥

♃
ꜟ

♩

☻
ꜟ

♫
ꞌ
f

≤

⅛
╣
∞

↑
⅛

≢
│

∆
═
≡
─

│

√
╢

─

⌐

⅔
™
≡

⅛
≈

⌐

∆
╢
↓
≤
╩
∕
─

≤
⌂
⇔

⌐
⅔
™
≡
│
∕
─

⅜

─

ⅎ
─

⌐
⅔
↑
╢

⅛

⌂

≢
№
╢
↓
≤
⌐
∕
─

╩

ⱱ
Ɫ
⇔
Y
ה
:
:

↓
─

⌐

⅔
™
≡
│

─

≤

─

─

≤

⌐

⇔
╙

⌂

─
⌂
™
↓
≤
╩

╠
⅛
⌐
∆
╢
↓
≤
⅜
≢
⅝
╢

≤
∆
╢

↓
╣
│
♪
▬
♠
─

≤

∆
╢
╙
─
≢
№
╡

│

≤

≢
№
╢

⇔
⅛
⇔

╩

∆
╢
⌐
≈
™
≡

⌂
╢

─
╟
℮
⌐

─

√
╢

⅜

─
≤
⅝

╒

∕
─

│

≢
№
╡

─
≤
⅝
│

≢
№
╢
≤
∆
╢
(

ɮ

⌐

∆
╢

─

╩

ɮ

n

≤
⇔

│

─
™
⅛
⌂
╢

─

⌐

⇔
≡
╙

(

∆
╢

⌐
№
╢
⅛
╠

≢
№
╢
≤
∆
╢

⅜
№
╢
⅜

│

⌐
⅛
⅛
→
√

∕
─
╙
─
⅜

╡
Ɫ

)
≢

№
╡

─

≤
─

≢
│

∆
╢

∆
⌂
╦
∟

≢
№
╢
⅜

─

≤
─

≢

│

≤

Ɫ

4
4
u
a
R
E
E
v
m
H

g=ɮ

B
B
B
n

J

─

∆
⌂
╦
∟

H
O
]

4
2
H
N
2
E
⇔
⅛

⇔
⌂
™
⅛
╠

Ɫ

─

⌐
│

≢
⅝
⌂
™
≤
∆
╢

♬
╣
│

≤

≤
™
℮

─

∕
─
╙
─
⌐

╦
╢

⌂

≢
№
╢

─

⌐
⅔
™
≡
│

╩

ⅎ
╢
↓
≤



⌐
╟

≡

⅜

∏
╢
⅜
(
↓
─

≢
│

≤

⌐

─

⅔
₁
╩

∏
╢

│
╒
≤
╪
≥
⌂
™
╟

℮
≢
№
╢

∕
↓
≢

⌂

≤
∆
╢

╩

─

⌐

∂

╘
╢
↓
≤
⌐
≥
─
╟
℮
⌂

⅜
№
╢
─
⅛

≢
№
╢
⅜

∏
⇔

╙

⌐

≤
│
≢
⅝
⌂
™
≤

ⅎ
╠
╣
╖

♬

─

(

⅜

⇔
≡
™
╢

⌐
│

∕
╣
╩

∆
╢

╠
⅛
─

╩

⇔
≡
⅔
ↄ
─
⅜

≢
№
╢
ɖ

∕
↓
≢

─

⌐
⅔
™
≡
╙
∕
─

─

™
⅜

≤
⌂
╢

╦
⅜

│

─

╩

─

≤

∆
╢

⌐
╟
╢
≤

↓
─
╟
℮
⌐
⌂

√
─
│

≤

⅜
}
ⅎ
╢
√
╘
≢
№
╡

─

╩

⌐
ה

╠
∑
╢
─
⌐

≢
№
╢
⅛
╠

≤
™
℮

≢
№
╢

↓
╣
│
☻
▬
☻

≤

≢
№
╢
⅜

─

⌐
╟
╢
≤

⌐
⅔
↑
╢

│

⌐
⅔
↑
╢
╟
℮
⌂

─

⅜
⌂
ↄ

⌐
≈
™
≡

│

ה

≤
™
℮

⅜

∆
╢
─
≢
№
╢
⅛
╠

─

╩

≤

╢
─
│

⌐

⇔
™
≤
∆
╢
╙
─

⅜

™
G

↓
─
╟
℮
⌐

─

≤
⇔
≡

↕
╣
≡
⅝
√

⌐
⅔
™
≡
╙

─

⌐

∆
╢

≈
↑
⅜

≢
│
⌂

o

t
v
 

∕
↓
≢

─

⌐
⅔
↑
╢

─

≤
─

╙

ⅎ
√

≢

∆
⌂
╦
∟

⌐

∟

─

™
╩

⇔
⌂
↑
╣
┌
⌂
╠
⌂
™

─
╟
℮
⌐

╩

∏
╢
↓
≤
⌐
╟

≡

☿

⌂
╗

╡

≡

╡
─

⅜

↓
─

─

│

─

⌐
╟
╢

≤

∂
≢
№
╢

─

™

│

₁

ⅎ
╠
╣
╢

ⅎ
┌

⌐

─

╩

∂

─
ה

╩

≤
⇔
≡

─

┼

↕
−
╢
─
╙

(

)

≤
™
ⅎ
╟
℮

╕
√

♪
▬
♠

≢
│

─
⅜
(

╩

─

≤
│
⇔
≡
™
⌂
™

┼
─

⅜

≤
⌂
╢
∞
↑
≢
№
╢

(
B
G
B

O

↓
╣
│

⅔
⌐
╟
╢

≤

─

∆
╢

╙

─

╩

─

™

≤

∆
╢

│
⌂
ↄ

∕
─
╟
℮
⌂
↓
≤
╩

╘
╢
≤

─

╩

(

)

∏
╢
⅛
╠
≢
№
╢

≤
™
℮

╦
⅜

─

⌐
│

≤
⇔
≡

ה

─

⅜
№

╢
⅛
╠

─

⌐
⅔
™
≡
╙

≤
│
⅝
⅔

≡

-

⅜
⌂
™
≤
™
℮
↓
≤
≢

╩

≤
∆
╢

.

│
⌂
™
≤

≤
╙
⌐

⌐

─
╖
⅜
№
╢

⌐
│

╩
(

∆
╢
↓
≤
⅛
╠

╩

╘
╢
↓
≤
╙
≢
⅝
╟
℮

ה

Ɫ

╦
⅜

─

│

ה

╩

≤

∆
╢

⌐
↓
─
╟
℮
⌂

╩

↑
√
─
⅛

╕
∏

⌂
╖
≡
╖

╢

∕
╣
⌐
╟
╢
≤

ה

│

∂
⌐

⌐

∆
╢

≢
№
╢
⅜

≢
№
╢
√
╘
⌐
│

√
⌐

⌐

╤
℮
≤
∆
╢

⌐

L
≡

─

╩

⇔
⌂
↑
╣
┌

⌂
╠
⌂
™

ה

│

─

╩

╠
∑
╢



≢
╙
№
╢
⅜

≤
⇔
≡

⌂
╙
─
≢
№
╢
≤
™
℮

↓
≤
⅜

╘
╠
╣
≡
™
╢

⌐
╙
⅛
⅛
╦
╠
∏

↓
╣
╩

╘
√
─
│

⌐

╣
√

⅜
⌂
™
≤
™
℮
↓
≤
≤

⌐

╢

⅜

─

┼

™

╦
∑
√

ↄ

╩

╣
┌

∕
─

╩

∆
╢
↓
≤
⅜
≢

⅝
╢
⅛
╠
≤
™
℮
↓
≤
≢
№
╢

↓
╣
│
╕
√

─

⌐
╟

≡

╦

m
M
v
u
b

⅛
⅜

∂

↓
─
√
╘

"
≢
─

─

─

⌐

╩

╓
∆
↓
≤
≤
⌂
╢
≤
↓
╤
⅛
╠

─

≤

─

╩
≤
╢
↓
≤
≤
⇔
√
╙
─
≢
№
╢
≤
™
℮

(
u
v
 

╙
⌂
↕
╣
≡
™
╢

⇔
⅛
⇔

∕
─

⌐

⇔
√

≤

│

≥
─
╟
℮
⌂

⌂
─
⅛

↕
╠
⌐

⇔
√

─
╙
─
╩

∆
╢
≤
™
℮
∕
─

⌐
│
≥
─
╟
℮
⌂

⅜
№
№
─
⅛

╠
⅛
≢

│
⌂
⅛

√

↓
╣
│

≢

═
√

─

╩

≡

╘
≡

♀
⅝
╢

↕
╠
⌐

↓
─

╩

╩

⇔
√

⅜

⌐

≤
⇔
≡

╘
√
⌐
∆
⅞
⌂
™

≤

∆
╢
⌐
≤

≥
╘
╢
═
⅝
⅛

№
╢
™
│

⅜

⇔
√
╙
─
─

─

⌐

≢
│

ⅎ

╣
⌂
™
╙
─
⅜
№
╢

≤
╕
≢

∆
═
⅝
⅛

≤
⌂
╡
℮
╢

⌐
│

╕
≢

╖

╪
≢

∆
═
⅝
≢
№
╢
≤

ⅎ
╢

⌐

↓
─

≤

⌂
™
⇔

⌐
≈
™
≡
≢
№
╢
⅜

↓
─

┌

╛
│
╡

⌐

═
√

≤

⌐
╙

f
v
c

⌐

⅔

™

≡

│

ꜘ

J

≢

:
⅛
fhe

-
P
J
w
b
h

⌐
┤
◙
▬
◙
╟
~
∞
∟

J{

│

╦

m
f
J
M

-
⅔
⌐
⇔
™
┤

ɩ╗
⌂

i
1
1

─

≤
⇔
≡

i
!

Ɫ
⅔

™
≤
™
╦
╣
╢
c

╙

∆
╢
╟
℮
⌐

╙

⌐

♫
╢

─

≢

≤

∂
∞
≤
⇔
≡
╙

≤

─
╖
≢

⌐

╩

≢
⅝
╢
─
≢
⌂
↑
╣

│

∕
⇔
≡

∕
╣
∞
↑
≢

⅜

≢
№
╢
─
≢
⌂
↑
╣
┌
╙

≤

≤

™

╣
⌂
™
≢
№
╤
℮

∆
⌂
╦
∟

─

⌐

≤
─

⅜

↕
╣
⌂
↑
╣
┌
⌂
╠
⌂
™
⅛
╠
≢
№
╢

╙

⇔

⌐

≤

≤
╖
╢
↓
≤
⅜
≢
⅝
╢
⌂
dh
┌

⌐

╟
╢

─

⌐
≈
™
≡
│

╟
╡

⌐

⇔

™

─
≢
│
№
╢
╕
™
⅛

ה

─

─

│

─

≤

─

ה

⅔
╟
┘

─

≢

)

№
╢

↓
╣
╠
╩

⌐

∆
╢

╙
№
╢
⅜

⌐

─

⅜

⇔
℮
╢

≢
№
╣
┌

≤

∏
═
⅝
≢
№
╤

(

⅔

V

⌐
≈
™
≡
╙

≤

ↄ

∂
⌐

↕
╣
≡
™
╢

≡

╦
⅜

─

ה

│

─
∕
╣
≤
╒

≤
╪
≥

∂
≤
╖
≡
↕
⇔

⅛
ⅎ
⌂
™

↓
╣
⌐

⇔
≡

♪
▬
♠

│

⌂
╢

♪
▬
♠
≢
│

─

⌐

╩

≤
⇔
⌂
™
√

╘

╩

≤
∆
╢

╟
╡
╙

─
√
╘
─

⌂

™
⇔

─

G
K

3

╛

─
√
╘
─

─

⅜
╟

⌂
╦

╣
╢
↔

⌂
╠

─

┌

⌐

ɞ╡
┤
╣
∏
⌐

╗
⅛
ⱶ
∞
№
╢
◖
↓
─

⌐
⅔
⇔
≡

♪

▬

♠

≢

⅜

∆

╢

≢
}
┬
╢
c

ⱡ⁸



∕
╣
≢
╒

⌐
⅔
⅔
™
≡

╩

≤

╢
─
⌐

⌐

™

─
⌐

╩

╙
↓
∆
╢
─
≢
№
╤
℮
⅛
∂
♪
▬
♠

╦

⌐
╟
╢
≤

╩

≤
⇔
√

─

⅜

⌐

↕
╣

∕
─

─

⅛
╠

─

╣

⅜

)

∆
╢
≤
™
℮

╩

≢
⅝
╢
≤
∆
╢

↓
╣

─

╩
∕
↓
⅛

╠
│

╢
↓
≤
⅜
≢
⅝
⌂
™

♪
▬
♠
≢
│

⌐
⅔
↑
╢

│

⌐
⅔
↑
╢

─
√
╘
─

≤
│

⌂
╢
─
≢

⌐
⅔
↑
╢

─

⇔
⌐

╦
╢
╙
─
≤
⇔
≡
≤
⅛

⌐

╠
∑
╢
↓
≤
⌐
╟

≡

─

╩

∆
⅛
╠
≢
№
╢
≤
™
╦
╣

(

╢

─
╟
℮
⌐

♪
▬
♠

≤
╦
⅜

─

≤
≢
│

⌐
⅔
↑

╢

─

⌐
⅔
↑
╢

ה

─

≢

⅜
№

╢

─

╩

ⅎ
╟
℮
≤
∆
╢

╦
⅜

─

™
⅜

╣
≡
™
╢
≤
™
ⅎ
╢

─

╦
⅜

≢
│

⅜

⌐

ⅎ
╠
╣
≡
™
╢

↓
─

╩

∆
╢
√

╘
⌐

♪
▬
♠

⅔
╟
┘
╦
⅜

⅛
╠

─

⌐

∆
╢

─

⇔
√
↓
≤
│

≢

═
√

│

↓
─

⅜
≥
─
╟
℮
⌂

⌐

≠
⅝

⌐

⌐

ⅎ
╠
╣
╢
⅛
≤
™
℮
↓
≤
≢
№
╢

╦
⅜

⌐
⅔
↑
╢

─

≤
⇔
≡

Ɫ

ⱡ

☿
ꜝ
꜠
♃

♫
ꜞ

-

ꞌ

♥

◦
♃
ꜟ

●

☿
ꜝ
꜠
◙
ꜟ
♩
◐
Ɫ

≡
∆
☻
ꜟ
⸗
ⱡ
Ɫ

Ⱪ

ɢ
♃

/

≥
▪

J

♠
ꜟ
◖
♩

/
◖
♩

♫
ꜞ
♩
☻

≤
∆
╢
╙
─
⅜

№

√

↓
╣
│

⅛
╡

╢
≤

─

≢
№
╢
⅜

⌐
│

╣
╠
╣
⌂
⅛

√

∆
⌂
╦
∟

{

/

◌
ꜝ

┼
♥

♥
⸗

ⱡ

◌
ꜝ

┼
♥
⸗

ⱡ

●

♦
▪
꜠
Ɽ

ⱡ

Ɫ
♪
►
◦
♥
⸗

♬

◦

♥

ꜟ
♩

Ⱪ
◖
♩
♦
♫
◒
♥
Ɫ
♫
ꜝ
♯
♩

ⱥ
ⱴ

≤

═
≡
™

╢
⅜

│

╩
≤

≡
™
⌂
™
⅛
╠

↓
╣
∞
↑
≢
│

⌐
│
⌂
╠
⌂
™

⅜

╩

⅞
≡
╙

⅜

─

≤
⌂
╢
╦
↑
≢
│
⌂
™

⌐
╙
⅛
⅛
╦

╠
∏

↓
─

─

⅜
™
⅛
⌂
╢

╩

∆
╢
╙
─

⅛

╠
⅛
≢
│
⌂
™

│

⌐
⅔
↑
╢

↕
╠

⌐
∕
─

─

╙

∏
⇔
╙

╠
⅛
≢
│
⌂
™
⅜

∕
╣
│

J

d

◓

─

d

P

⅛
╠
─

4

≤
™
℮
Ɽ
ꜝ
♄
▬
ⱶ
≢

↕
╣
≡
⅝
√

⇔
⅛
⇔

─

⅛
╠
─

≤
™

≡
╙

─

│

─
╟
℮
⌐

⅛
⅛
⅛
≢
│
⌂
™

⅛
╠

╡

≡
℮
╢
√
╘
⌐
│

╡

↑
╢
⅛

─

⌂
™

⇔
│

─

⅜

≢
№
╡

∕
℮
≢
⌂
↑
╣
┌

⅜

∆
╢
╕
≢

⅛

╩

∆
╢

≤
™
℮

╩
≤
╠
↨
╢
╩
ⅎ
⌂
™
≢
№
╤
℮

╦
⅜

─

│

∕
╣
╩

≢
⅝
╢
≤
™
℮

≢

╩

╘
√
⌐
∆
⅞
⌂
™
─
≢
№

╤
℮
⅛

↓
─

⌐
≈
™
≡

╦
⅜

─

≤
⌂

√
♪
▬
♠



援
案
、
か
参
考
に
な
る
c

ド
イ
ツ
余
波
法
、

b
及
川
深
化
叩
L
一
巧
二
強
制

J

材料トけつ一一円
J

法
に

i
h

る
機
能
1
ζ

や
一
よ
円
で
、
取
江
口
符
〈
閉
山
ENF白日
M
5
M
M
H
的同目的
V
3
4
0
)

か

L
Y
当
初
は
強
制
執
行
司
V
J
J
↑
い
に
よ
っ
て
僚
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に
十
お
つ
き
弁
立
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を
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る
の
み
で
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く
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弁
泌
を
受
け
る
機
能
は
有

し
な
い
、
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
債
権
が
質
権
の
罰
的
で
あ
戸

る
と
き
は
、
質
権
者
は
、
取
立
を
な
す
権
穏
な
有
す
る
」
と
付
加
変
更
さ

〈
特
)

れ
た
。
と
れ
は
次
の
よ
う
な
双
山
闘
に
よ
る
。
担
保
権
を
実
行
す
る
た
め
の

要
件
が
満
さ
れ
た
後
も
自
由
な
取
荒
稼
を
認
め
な
い
こ
と
は
、
笑
際
的
な

要
求
と
一
致
し
な
い
。
取
点
機
は
差
押
え
(
M
U
同
位
H
H

門凶H
H
H
M

拘
)
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
裁
判
上
の
移
付
命
令

2
Z
3・叩町田
gmv
の
場
合
に
始
め
て
成

立
す
る
の
で
、

z
p
O
〈
七
三
六
条
〉
に
依
拠
で
き
な
か
っ
た
。
変
更
に

あ
た
り
、
訴
訟
法

qHONEO邑
ロ

g
e
は
、
取
立
命
令
(
C
V
0
2
1
0
2
5ぬ

N
ロ
門
田
富
山
岳

E
巴
と
転
付
命
令

g
z
z
m
g出向
g
N開
g
g想

史
印
式
〉
の
選
択
権
を
与
え
て
お
り
、
他
方
で
は
、
執
行
裁
判
所
で
の
移

付
命
令
の
嬰
件
が
容
易
に
瀦
さ
れ
、
し
か
も
益
持
決
定
と
も
結
合
し
う

る
た
め
、
債
権
者
の
権
利
の
逃
行
門
知
o
n
V
仲
間
由
民
。
ぽ
ロ
ロ
巴
を
さ
ほ
ど
遅

延
さ
せ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
契
約
上
の
質
債
権

者
〈
関

8
4
8江
o
pと

1
8円
笹
山
口
広
問
。
G

の
取
立
権
と
護
持
質
権
者

(
見
山
口

E
Z印刷民
gam-出
口
広
帯
。
の
取
立
権
と
が
、
他
の
要
件
の
も
と

〈
崎

x
q
)

で
結
合
す
る
こ
と
に
何
ら
不
都
合
は
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
実
質
的

に
は
、
こ
の
独
立
〈
目
白
}
官
民
門
出
向
〉
の
取
立
擦
を
除
却
す
る
た
め
に
、
取

立
命
令
は
可
能
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
、
強
制
執
行
の
方
法
は
、
行
な
わ
れ

権
利
担
保
論
序
説

i
i権
利
譲
渡
担
保
の
前
提
と
し
て
1
1

な
い
む
そ
の
結
果
、
質
権
者
は
不
必
要
な
廻
ワ
道
止
を
省
く
こ
と
が
で
き
る

心
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
し
b
v
c
従
三
三
権
利
一
一
村
山
川
託
子
、
て
心
権
利
一

銭
そ
れ
成
体
の
役
一
佼
4

か
ら
は
、
こ
の
政
接
取
す
一
縫
合
説
明
す
る
こ
こ
は
で

き
な
い
ョ
楼
お
と
し
て
の
山
性
質
を
考
慮
し
て
、
不

J

必
…
'
斐
た
怒
り
近
を
省
〈

た
め
法
律
が
特
に
質
権
者
に
付
与
し
た
も
の
で
あ
る
も
と
み
サ
勺
え
ざ
る
を
え

な
い
。
権
利
譲
渡
説
な
ら
ば
、
明
確
な
説
明
が
で
き
る
。

口
支
払
い
に
代
わ
る
債
権
の
譲
渡
ハ
色
。
〉
宮
日
吉
田
間
内
向
日
開
吋

句
。
吋
品
目
吋
ロ
ロ
阿
国
H

H

N

田町
Z
口
出
町
田
空
間
件
。
こ
れ
は
、
わ
が
闘
で
は
認
め

ら
れ
て
い
な
い
が
、
ド
イ
ツ
民
法
一
二
八
二
条
に
は
規
定
が
あ
る
。
こ
の

支
払
い
に
代
わ
る
債
権
譲
渡
に
お
い
て
、
犯
保
権
者
い
が
議
求
で
き
る
範
囲

什
町
、
彼
の
弁
済
に
必
要
な
額
に
ま
で
及
ぶ
。
約
…
保
権
者
は
、
談
渡
を
通
じ

て
譲
受
人
の
地
位
を
え
、
そ
し
て
設
定
者
に
対
す
る
債
権
は
被
担
保
債
権

の
存
す
る
限
度
で
弁
済
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る

(
B
G
B
一
一
一
六
四
条

一項、

z
p
O
八
一
一
一
五
条
二
一
賓
)
。
こ
の
規
制
は
、
担
保
権
者
に
対
し
て
強

制
執
行
の
廻
り
追
を
省
く
た
め
に
、
支
払
い
に
代
わ
る
金
銭
債
権
の
譲
渡

を
求
め
る
総
利
を
権
利
府
民
の
効
力
の
一
つ
・
と
し
て
与
え
た
。
そ
の
ほ
か

に
、
担
保
権
者
は
、
債
務
者
に
対
す
る
執
行
力
の
あ
る
債
務
名
義
を
え
、

そ
れ
に
よ
り
当
該
債
権
を
差
し
押
さ
え
、

z
p
O
八
一
一
豆
条
に
」
町
一
転
付

命
令
を
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
様
の
目
的
合
達
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

夜
接
取
立
権
の
ほ
か
に
こ
の
よ
う
な
方
法
た
認
め
る
突
益
は
、
所
有
者

(mv 

土
地
債
務
(
目
的

gsgmwHm一自民一一田口町三

e
の
場
合
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
質
権
者
の
取
立
拙
慨
を
制
度
論
的
に
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に

債
権
譲
渡
、
転
付
命
令
、
支
払
い
に
代
わ
る
債
権
譲
渡
、
さ
ら
に
弁
済
者

六
九



(
日
)

代
位
制
度
と
の
性
質
上
の
類
似
性
を
強
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
c

4

国
民
訴
法
に
定
め
る
執
行
方
法
わ
が
民
訟
は
、
夜
接
取
去
に

よ
る
弁
済
充
当
の
ほ
か
に
、
民
訴
法
に
定
め
る
執
行
方
法
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
と
す
る
。
学
説
上
は
、
こ
の
方
法
に
よ
る
場
合
も
一
般
債
権
者
と

呉
な
り
、
債
務
名
義
を
必
要
と
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
は

(
鴎
〉

担
保
権
の
実
行
で
あ
る
か
ら
疑
い
な
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
立

法
者
に
よ
る
と
、
鷲
権
の
目
的
が
金
銭
債
権
で
あ
る
と
き
は
、
質
権
者
は

自
己
の
債
権
額
に
対
す
る
部
分
に
つ
ぎ
券
一
間
額
で
そ
の
債
権
の
転
付
言
{
又

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
転
付
命
令
は
、
裁
判
所
の
執
行
行
為
に
基

、

、

《

認

)

づ
き
代
物
弁
済
的
に
指
名
債
権
の
議
淡
ど
純
一
の
効
力
が
生
ず
る
、
と
い

う
が
、
以
上
の
点
か
ら
必
ず
し
も
債
務
名
義
が
不
要
と
い
う
こ
と
に
は
な

ハ
部
)

ら
な
い
。
民
訟
法
の
原
則
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
訟
は
、
こ
の
点
を
明
文
で
定
め
る
。
資
格
者
は
、
別
段
の
定

め
が
な
い
間
以
り
強
制
執
行
に
関
す
る
規
定
ふ
従
い
、
執
行
名
義
守
山
口

4
0ロ
帥
仲
円

mnrσ
由
円
相
H
H

時
い
仲
即
日
V

に
基
づ
い
て
の
み
権
利
か
ら
弁
済
を
受
け
る

(

百

四

)

こ
と
が
で
き
る
、
と
。
こ
れ
は
、
換
悩
の
不
確
か
さ
に
よ
る
非
経
済
的
な

被
担
保
権
利
の
投
究
ハ
〈

R
R
E
g向山氏
g
b
か
ら
で
き
る
だ
け
賀
川
絞
殺

を
保
護
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。

以
上
か
ら
山
考
え
て
、
わ
が
図
の
見
鮮
に
げ
淡
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、

従
っ
て
強
制
執
行
に
お
付
ヲ
ま
で
一
小
一
r

は
と
す
る
こ
と
は
、
支
払

い
に
代
わ
る
佼
終
議
渓
と

r

f

竹
山
泌
を
除
、
礼
状
な
も
の
に
、
二
zyい

る
の
で
は
た
レ
た
ろ
よ
ノ
十
ぺ

五
権
利
震
の
回
避

七
O 

以
上
で
、
権
利
賀
の
法
的
役
緊
と
各
機
能
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
元
来
、

権
利
を
日
的
と
す
る
担
保
方
法
に
は
、
権
利
譲
渡
的
な
綴
念
に
よ
る
も
の

と
制
限
物
権
設
定
的
観
念
に
よ
る
も
の
と
が
存
し
た
。
法
典
上
は
設
定
的

な
観
念
に
よ
る
方
法
が
採
用
さ
れ
た
が
、
必
ず
し
も
唯
一
の
方
法
で
は
な

い
。
従
っ
て

P

広
い
窓
味
に
お
け
る
自
信
今
日
口
宮

S
M庶
民
宮

g

(
権
利
担
保

γ
イ
コ
ー
ル

P
設
定
的
な
意
味
に
お
け
る
権
利
質
4

と
解

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
も
存
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
、
設
定

的
な
意
味
の
担
保
は
、
ム
右
の
各
機
能
か
ら
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
理
解
し

難
い
側
面
を
含
ん
で
い
る
。

事
円
犬
、
突
務
に
お
い
て
は
権
利
慨
を
回
避
し
一
六
債
権
譲
渡
や
他
の
方

法
に
よ
る
場
合
も
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
針
。
そ
の
潔
白
と
し
て
、

φ
債
権
譲
渡
の
形
の
方
が
効
力
が
強
く
、
後
関
佼
質
権
者
が
出
現
す
る
お

そ
れ
が
な
い
こ
と
。
②
融
資
資
金
の
回
収
・
充
当
に
は
、
簡
易
で
あ
り
、

取
引
先
と
の
信
頼
関
係
か
ら
振
込
充
当
す
る
の
に
わ
ざ
わ
ざ
質
綾
設
定
の

方
法
を
取
る
必
要
が
な
い
こ
と
。
⑤
取
立
の
労
を
省
く
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。
②
指
名
債
権
群
や
未
発
生
の
債
権
も
譲
渡
の
日
目
的
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
、
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ド
イ
ツ
で
も
、
債
総
談
深

刻
皮
が
わ
が
国
と
は
多
少
疑
な
る
も
の
の
同
様
の
現
象
が
生
じ
て
い
る
。

権
利
の
談
波
担
保
は
、
債
権
譲
渡
の
方
法
を
と
る
(
そ
し
て
こ
の
債
権

譲
渡
の
山
刀
法
に
よ
内
て
、
総
利
賀
は
、
間
選
さ
れ
る
)
め
で
、
次
に
は
特

の
た
JJ

な
け
れ
は
な
ら
な
い
わ
け
で

設〈
1
)

品
仲
良
平
・
注
釈
民
法
例
三
二
九
頁
、
晶
弘
泰
山
猿
・
荻
訂
担
保
品
粧
品
植
松
一
一
一
ニ
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で
あ
る
、
と
も
い
う
(
ω
円
目
安
出
口
問
。
口
出
・
同
-
。
・
・
ω
-
M
O
品
ω)
。

(
M
叩
)
ぜ
向
。
t
d
p
同
・
白
・

9.
刷
出
血
・
戸
皆
n
Z
R
o
n
z
u
由
自
国
そ
し
て
、
取

立
総
の
成
立
は
次
の
場
合
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
直
接
金
銭
に
関
わ

る
の
で
は
な
く
、
金
銭
後
緩
に
変
わ
る
場
合
で
一
一
六
五
条
二
項
(
担
保
権
笑

行
の
時
期
〉
の
要
件
が
存
す
る
場
合
で
あ
る
。
後
務
者
は
、

ζ

の
由
貿
件
を
証
明

す
る
特
別
の
負
担
を
負
わ
な
い
。

(
約

)ω-srMM品目出問
21・
?
?
。
ニ
ω
・
M
O
町
、
静
一
回
目
白
H
J
P
由
・

0
・・ω・町一戸田一

M
W
吋
同
岡
田
口
・
民
民
出
ι
r
o
g
口
百
三
回
円
N
M
M
B
切
ロ
門
間
2
2
n
v
o
出
。
。
詰
仲
N
『
口
n
y

∞
込
・
同
w
H
U
寸
一
v
ω
-
m
∞
町
一
知
の
N
4
1
P
H
A
P
-
ア

ハm山
)
ω
門
田
口
円
以
出
向
四
♂
由
・
由
・

9
・ω・

8
2・

ハ
口
以
〉
弁
済
者
代
位
制
度
と
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
寺
田
正
春
「
弁
済
者
代
位

制
度
論
序
説
付

tHW」
法
学
雑
誌
二
O
巻
一
号
、
二
一
号
、
一
ニ
号
参
照
。
転
付
命

令
に
つ
い
て
は
、
古
川
大
二
郎
・
強
制
執
行
の
諸
問
題
が
判
例
・
学
説
と
も
に

詳
し
い
。

ハmω
〉
我
妥
・
前
掲
喬
一
九
一
ニ
京
、
柏
木
日
高
木
・
前
掲
喬
一
六
二
頁
、
林
・
前

盟
問
番
三
七
O
頁。

ハmm
〉
営
問
問
幸
彦
・
強
制
執
行
法
〈
各
論
〉
一
五
六
頁
。
な
お
、
昭
和
五
五
年
一

O
月
一
白
か
ら
施
行
さ
れ
る
と
と
と
な
っ
て
い
る
民
事
執
行
法
(
昭
和
五
四
年

法
律
相
府
間
号
〉
は
、
設
抑
命
令
と
取
立
権
限
に
つ
い
て
現
行
法
を
改
め
、
別
途

の
取
立
命
令
を
一
小
嬰
と
し
て
権
利
関
係
の
明
舷
化
を
図
っ
て
い
る
(
第
一
四
五

条
・
一
五
十
九
条
)
。
浦
野
雄
幸
・
逐
条
概
説
民
事
執
行
法
一
二
四
一
良
参
照
。

(
弘
〕
訴
訟
治
サ
イ
ド
か
ら
の
注
目
す
べ
き
学
説
と
し
て
、
一
ニ
ヶ
月
意
「
債
権
資

の
実
行
」
実
体
法
と
手
続
法
の
交
鈴
下
巻
三
三
七
頁
、
一
ニ
ヶ
月
「
任
索
競
売
と

強
制
競
売
の
再
編
成
」
民
事
訴
訟
法
研
究
六
巻
二
一
五
賞
、
一
ニ
ヶ
月
『
「
任
窓
競

売
-
概
念
の
終
穏
』
現
代
商
法
学
の
課
題
下
巻
一
六
O
志
真
。

(
何
回
〉
的
仲
間
出
品
戸
口
問
問
H
J
?
p
o
-
-
m
-
M
{
)
阜
、
円

(
日
出
〉
鈴
木
禄
弥
・
譲
渡
担
保
ハ
経
営
注
品
子
金
銭
9
〉
二
五
O
一
及
、
伊
藤
巡
・
銀

行
取
引
と
譲
渡
担
保
一
一
二
一
ハ
官
民
、
れ
れ
念
的
「
読
通
遇
税
に
お
け
る
所
有
権
則
的
保

権
利
担
保
論
序
説

i
l緩
和
譲
渡
担
保
の
前
提
と
し
て

i
i

ハ
一
号
」
法
協
八
二
巻
二
号
五
九
頁
。

〈
閉
山
)
権
利
質
と
権
利
の
譲
渡
担
保
と
に
、
ど
の
よ
う
な
実
質
的
差
異
が
あ
る
の

か
は
、
各
止
の
具
体
的
効
力
が
検
討
さ
れ
た
後
、
比
較
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
〔
権
利
の
譲
波
h

担
保
の
独
自
性
〉
。

第
一
ニ
節

特
殊
な
目
的
の
債
権
譲
渡

一
「
特
殊
な
目
的
」

付
権
利
質
の
立
法
過
程
に
お
い
て
権
利
譲
渡
説
は
否
定
さ
れ
た

が
、
特
殊
な
目
的
の
債
権
譲
渡
と
い
う
形
で
存
続
し
て
き
た
。
わ
が
民
法

に
は
、
特
殊
な
目
的
の
債
権
譲
渡
に
関
す
る
規
定
は
存
し
な
い
九
。
通
説
の

分
類
に
よ
る
と
、
こ
れ
に
は
「
担
保
の
た
め
」
に
す
る
も
の
と
「
取
立
の

た
め
」
に
す
る
も
の
と
が
あ
り
、
後
者
に
は
、
さ
ら
に
「
真
正
信
託
的
譲

(

2

)

 

渡
」
と
「
取
立
楼
肢
の
み
の
授
与
」
と
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の

担
保
の
た
め
の
債
権
譲
渡
お
よ
び
真
正
の
信
託
的
譲
渡
は
、
債
権
の
譲
渡

担
保
と
同
様
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
内
容
に
つ
い

て
の
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
債
権
法
で
必
ず
触
れ
ら
れ
て
い
る
真
正

の
信
託
的
譲
渡
や
判
例
の
い
う
担
保
の
た
め
の
債
権
譲
渡
が
債
権
の
譲
渡

担
保
と
同
じ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
債
権
の
譲
渡
担
保
守
]
展
望
す
る
格
好

の
資
料
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

口
わ
が
限
の
「
特
殊
会
目
的
」
の
債
権
譲
渡
は
、
ド
イ
ツ
法
の
影

響
の
下
に
あ
る
。
そ
こ
で
ド
イ
ツ
法
を
一
時
一

L
て
み
る
。
学
者
の
見
解
は

種
々
で
あ
り
、
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
レ
よ
う
に
み
え
る
が
、
代
表
的

七



な
も
の
と
し
て
開

S
2
2
}が
は
、
信
託
的
譲
渡
ハ
庄
工
法

g
耳
宮
古

Nmass
を
、
取
立
の
た
め
の
譲
渡

Q
g色
。
ロ
富
吋
毘
ロ
N
向島

g也、

す
な
わ
ち
譲
受
人
が
債
権
を
譲
受
人
の
計
算
に
お
い
て
取
り
立
て
る
も
の

と
、
担
保
譲
渡
(
段
各
自

E
ロ
鳴

N
g曲目

os、
す
な
わ
ち
償
援
が
譲
受
人
の

有
す
る
彼
の
請
求
権
に
対
す
る
骨
骨
と
な
り
、
そ
の
議
求
権
の
満
足
後
に

取
り
戻
さ
れ
る
も
の
、
と
の
二
つ
に
区
分
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
多

く
の
他
の
学
説
も
同

B
0
5
3
と
間
一
様
の
区
別
を
行
が

γ
し
か
し
、

多
少
異
な
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば

F
R
S
N
は

E
S
N
4『間口
WRH2

ω
E
H
R
g
m
と
自

B
N
4『目
nwa即
時
恩
師
閉
山
由
吉
田
ぬ
に
分
け
、
内
出
回

ω山口
1

z
g
p
m
g
V
5
Z事
窓
口
宮
崎
沖

g
m
g
m
g
勾
ロ
岡
山
岳
信
者
品
目
印

刷
広
岡
山
岳
話
回
一
m
g民
会
広
告
白
ぬ
の
三
つ
を
並
列
す
る
。
H
4

山w
g
g品
目
円

は
、
「
担
保
の
た
め
」
、
「
取
立
の
た
め
」
と
い
う
よ
り
は
信
託
的
譲
渡
と

取
立
権
限
の
み
の
授
与
と
に
分
け
、
信
託
的
譲
渡
の
中
で
取
立
の
た
め
の

譲
渡
〈

E
E
g
g
g即日
o
S
と
担
保
譲
渡
ハ
忽
各
自

E
P嶋田
8
8
S
H
C
と

に
分
類
す
る
v
分
類
す
る
こ
と
自
体
に
は
さ
ほ
ど
の
意
義
は
存
し
な
い
で

あ
ろ
う
が
、

E
E
g
o
N
g
a
g
は
、
ド
イ
ツ
で
も
広
狭
の
意
味
を
有
す

る
め
で
、
場
開

V
E
虫色

gN間同

HZnvo
〉
宮
町
忠
信
回
ぬ
と
い
え
る
か
ど
う
か

争
い
が
良
一
車

ニ
担
保
の
た
め
の
債
権
譲
渡

わ
が
闘
で
は
、
担
保
の
た
め
の
債
権
譲
渡
と
い
う
形
で
は
、
ほ
と
ん
ど

論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
権
利
(
債
権
〉
の
譲
渡
担
保
と
し
て
論

ず
る
も
の
が
多
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
両
者
は
全
く
問
じ
も
の
な
の
か
、
そ

う
で
な
い
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
か
あ
る
。

七
回

学
説
で
は
、
債
権
の
譲
渡
担
保
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
債
権
譲

渡
の
形
で
の
担
保
権
の
設
定
」
と
か
、
「
債
権
譲
波
方
式
に
よ
る
担
保
す

な
わ
ち
譲
渡
担
保
」
と
凡
が
こ
れ
ら
の
学
説
に
よ
る
と
、
担
保
の
た
め

の
債
権
譲
渡
と
債
権
の
譲
渡
担
保
は
閉
山
じ
も
の
の
よ
う
に
も
議
わ
れ
る

が
、
僚
権
の
譲
渡
担
保
は
債
権
穣
波
の
形
式
を
借
り
る
だ
け
な
の
か
、
そ

れ
以
上
の
何
ら
か
の
効
力
を
取
得
す
る
の
か
関
ら
か
で
は
な
い
。
判
例
で

は
、
恕
保
の
た
め
を
も
お
て
す
る
債
権
譲
渡
悼
譲
渡
担
保
で
あ
る
、
と
す

る
も
の
も
い
く
つ
か
あ
る
。

そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
債
権
法
の
レ
i
ヤ
ブ

1
フ
を
み
る
と
、
鈴

n
v
R
gぬ
?

与
片
岡
兵

gぬ
は
、
古
く
は
。

2
2
5
に
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
白

n
F
R
S宮
島
符
包
括
認
は
、
担
保
の
た
め
に
制
限
さ
れ
た
譲

受
人
の
た
め
の
譲
渡
で
あ
る
。
最
近
の
学
説
に
よ
る
と
、
自
nv母
国
持
曲
s-

mV仲円。
g
誌

は

忽

n
v
R
g官
答
申
司
冊
目
哲

g
m
に
対
応
す
る
も
の
で

あ
り
、
銀

n
v
R
g
m畠
宮
町
即
日
程

g
ぬ
と
同
様
、
譲
受
人
の
譲
渡
人
に
対

す
る
債
権
の
た
め
に
、
譲
受
人
に
譲
渡
さ
れ
た
債
権
か
ら
弛

m
Vを
受
け

る
可
能
性
を
作
出
す
る
こ
と
を
経
済
的
な
目
的
と
す
る
、
と
し
れ
う
。
従
っ

て、

ω山
岳
世
話
回
想
各
可

g
p
m
と

g
n
v
Rロ
ロ
嶋
田
宮
円
。
紅
白
ロ
目
的
と
の
ち

が
い
は
、
そ
の
目
的
物
が
債
権
か
動
産
か
に
よ
っ
て
生
ず
る
義
異
の
み
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
最
近
の
学
説
に
お
い
て

ω
K
E
Eロ
岡
田
副
宮
門
町
宮
口
備
を

襲
撃
の
中
毒
ら
ず
に
よ
る
と
、

2
3ロ
何
回
即
答
を
お
と

は
、
債
務
者
が
債
権
者
に
対
し
て
自
己
の
第
三
者
に
対
す
る
債
権
を
、
債
権

者
の
自
己
に
対
す
る
債
権
の
担
保
の
た
め
に
譲
渡
す
る
場
合
を
い
う
、
と

甘
い
心
。
故
に
、
物
権
法
で
述
べ
る

ω
5
3呂
田

$
5
5ぬ
と
債
権
法



で
い
う
そ
れ
も
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
従
っ
て
、

ω奴山口忌ぱ宮巾吋
2z同口凶削宮刊匂由?1
 

戸忌σ仲守「。
2仲
5mぬ刊
は
、
'
例
担
情
沢
一
削
傑
派
の
だ
め
乙
壬
ι

の
の
一
譲
波
担
悶
傑
体
で
も
あ
る

O

附
似
し
、
債
権
の
譲
渡
担
保
と
い
行
思
議
は
も
仙
仰

の
譲
渡
担
保
が
一
般
に
定
設
し
て
珍
た
ヰ
際
↑
に
お
い
て
、
す
た
、
わ
μ

て

毅

潔
;
不
動
度
J
債
権
(
権
利
〉
と
い
う
万
向
か
ら
発
一
殺
し
、
溶
い
ら
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
権
利
の
譲
渡
担
保
は
、
恥
げ
胤
廿
約
に
は
、
必

ず
し
も
動
産
・
不
動
産
の
延
長
上
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ

グ
担
保
の
た
め
。

9

取
立
の
た
め
d

の
債
権
譲
渡
の
延
長
と
し
て
は
な
わ

(

謁

)

れ
て
き
た
。

他
方
、
担
保
の
た
め
に
す
る
債
権
譲
渡
と
債
権
の
譲
渡
担
保
の
範
践
が

全
く
一
致
す
る
も
の
な
の
か
谷
か
、
が
問
題
と
な
る
。
権
利
〈
債
権
)
の

譲
渡
担
保
と
い
う
概
念
の
内
容
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
、
よ

り
明
確
で
、
か
っ
こ
れ
ま
で
も
相
当
論
じ
ら
れ
て
き
た
担
保
の
た
め
、
取

立
の
た
め
、
取
立
権
限
の
み
の
授
与
の
方
か
ら
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

h
h

、。
。i

H
I
Vそ

こ
で
、
グ
担
保
目
的
の
債
権
譲
渡
d

の
効
力
如
何
を
み
て
み
る
。

ハロ〉

ω山口町四円ロロ岡田
N
目白白山
O
ロ
は
、
完
全
な
権
利
の
譲
渡
で
あ
る
。
譲
受
人
は
、

債
務
者
と
の
関
係
で
は
唯
一
の
債
権
者
で
あ
る
が
、
譲
受
人
と
の
関
係
で

(
臼

M

U

は
担
保
の
目
的
の
範
囲
内
で
処
分
擦
な
行
使
す
る
債
務
を
負
う
の
こ
の
放

に
、
債
務
者
は
譲
渡
人
・
譲
受
人
間
に
お
い
て
債
権
談
渡
契
約
か
ら
生
ず

る
抗
弁
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
佼
務
者
は
、
委
任
の
解
除
に
よ

る
一
反
し
譲
渡
(
河
A
M

口
百
σ
R
2
5
H
m
)
点
、
受
託
者
の
返
山
況
に
関
す
る
長
パ
表

(
叩
出
〉

の
権
利
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
九
た
だ
、
例
外
的
な
植
物

ι

八日一日におい

権
利
担
保
論
序
説

i
i縫
利
譲
渡
担
保
の
前
提
と
し
て

i
i

て
は
、
担
保
の
た
め
に
譲
渡
さ
れ
た
債
権
で
あ
る
回
目
の
主
張
が
認
め
ら
れ

る
n

十
な
わ
ち
、
お
銀
汚
約
が
終
了
し
た
後
に
懇
窓
の
抗
ヘ
守
二
よ
っ
て
川
ハ
ド

4

1
h
J

る
川
三
日
明
j
d
ぷ
り
し
か
1
2
1

譲
渡
人
は
譲
受
人
に
の
み
目
的
合
知
ら

l
a
h
h
〕
も
の
ふ
で
、
山
淡
務
付
片
引
二
対
一
7

し
て
怒
ハ
村
山
に
行
勃
す
る
よ
3
な
こ
と
は
、

通
常
存
し
な
い
。
担
保
の
れ
め
の
債
権
談
渋
は
、
譲
受
人
の
利
訟
の
ム
ん
ぬ

〔
担
)

に
な
さ
れ
る
の
で
、
譲
渡
人
は
契
約
を
撤
回
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
被

担
保
債
権
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
譲
受
人
は
、
債
権
を
譲
渡
人
に
一
皮
し
譲

(
お
)

波
ず
る
義
務
を
負
う
。
こ
の
担
保
目
的
の
債
権
譲
渡
に
は
、
権
利
資
を
融
市

門
別
ω
)

用
ず
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

担
保

B
的
の
佼
絞
談
液
は
も
次
の
取
立
目
的
の
債
権
譲
波
と
波
ん
で

門
川
的
〉

問山仏
H

H

N

E

円
山
師
口
町
四
〉
ぴ
丘
四
仲
田
H
M

ぬ
と
い
わ
れ
る
点
で
は
争
い
が
な
い
。
従
っ

て
、
場
田
町
司
自
片
山
内
田
口
同
日
間
司
広
島
市

P
5
3吉
田
町
内
の
場
合
は
そ
の
理
論
に
従
う

〈お
V

こ
と
と
な
る
。
真
正
の
も
の
で
あ
る
か
夜
か
は
、
次
に
述
べ
る
取
立
目
的

の
債
権
譲
渡
Q
P
日
内
問
的
由
。
N
O印
回
目

o
p
弘同日

d
Z円
同
門
田
宮
ロ
m

N

号
制
山
口
紅
?

F
H
M
H
M

ち
に
お
い
て
問
題
と
な
る
。

一
一
一
取
立
の
た
め
の
債
権
譲
渡

ωV
取
え
の
た
め
の
債
権
の
信
託
的
譲
渡
と
は
、
債
権
の
取
立
と
い

う
経
済
自
的
を
こ
え
て
、
法
律
的
に
は
債
権
を
譲
渡
し
、
譲
受
人
を
し
て

取
立
図
的
の
範
跨
内
で
債
権
を
行
使
さ
ぜ
よ
う
と
す
る
一
種
の
信
託
行
為

ハ川崎
U

で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
譲
渡
人
に
対
し
て
譲
受
人
は
目
的
の
範
闘
を

こ
え
て
債
権
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
債
務
を
負
担
す
る
。
ふ
の
取
立
の

場
合
を
二
つ
に
分
け
て
、
談
受
人
の
利
益
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
と
き
は

真
正
の
信
託
的
譲
波
で
あ
っ
て
、
権
利
よ
譲
受
人
に
移
転
し
、
譲
渡
人
。

七
五



利
益
の
た
め
に
行
「
な
わ
れ
た
と
き
は
、
権
利
は
譲
受
人
に
移
転
し
な
い
、

と
す
る
見
解
も
あ
る
。

ド
イ
ツ
法
上
、
開

5
2
8
2曲
に
よ
弘
ぽ
、
譲
渡
が
譲
受
人
の
た
め
、

特
に
譲
受
人
に
担
保
を
与
え
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
場
合
に
は
、
多
く
は

信
託
的
譲
渡
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
譲
渡
は
撤
回
で
き
な

い
。
単
純
な
取
立
授
権
(
譲
渡
人
の
利
益
〉
の
場
合
は
、
債
務
者
は
授
権
の

有
効
な
撤
回
を
当
然
に
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
完
全
な
信
託
的
譲

渡
の
場
合
、
債
務
者
が
如
何
な
る
範
囲
ま
で
譲
渡
の
基
礎
た
る
法
律
関
係

の
内
容
及
び
存
続
に
基
づ
く
異
議
を
譲
受
人
に
対
抗
で
き
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
、
争
い
が
あ
る
。

R
G
は
、
譲
渡
の
無
図
的
性
質
か
ら
、
原
則

と
し
て
否
定
す
る
。
手
形
法
に
つ
い
て
も
、

R
G
は
同
様
で
的
-
v
o
R
G

は
、
譲
渡
が
債
権
者
の
満
足
を
解
除
条
件
と
し
て
な
さ
れ
た
場
合
に
の
み

例
外
的
に
法
上
当
然
の
ハ
ザ

g
y
g
)
取
戻
し
(
河
宮
医
師
ロ
〉
を
認
め

ハ
拐
v

よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
関
口
ロ

2
8
2曲
は
、
譲
受
人
が
原
因
関
係

の
消
滅
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
主
張
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
譲
受

人
に
対
す
る
悪
意
の
抗
弁
を
債
務
者
に
与
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
「
そ

の
目
的
を
超
え
る
結
果
を
引
き
起
そ
う
と
す
る
こ
の
種
の
完
全
譲
渡
に

は
、
実
際
に
追
求
し
た
目
的
の
満
足
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
予
定

す
る
法
制
度
上
の
法
を
適
用
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
取
立

の
た
め
に
す
る
譲
渡
ハ
N
Z曲目
S
N
d『

R
Z
盟
国
民
島
出
口
巴
に
つ
い
て

は
、
代
理
法
〈
】

g
n宮
a
R
ぐ
oロ旨曲目
V
C
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。
そ

し
て
、
譲
受
人
が
譲
渡
債
権
の
債
権
者
と
し
て
の
地
地
を
失
う
時
、
債
務

者
は
そ
れ
を
主
援
で
き
る
こ
と
は
疑
い
な
い
」
と
h
目。

七，、

さ
ら
に
現
在
で
は
、
前
述
の
債
端
清
の
新
債
権
者
に
対
す
る
異
議
に
つ

い
て
、
官
官

m
m
O
N
g
g
の
場
ム
民
間
、
こ
れ
を
認
め
る
。
経
済
的
に
は

債
権
は
依
然
と
し
て
譲
渡
人
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
譲
渡

人
に
利
益
の
あ
る

E
E
g
g
g包
S
に
つ
い
て
は
、
判
例
は
、
利
益
の

な
い
信
託
す
な
わ
ち
管
理
信
託
(
〈
即
時
司
弘
吉
凶
宮

R
E
v
s
e
と
し
て
、

債
務
者
が
譲
渡
後
に
旧
債
権
者
に
対
し
て
有
す
る
す
べ
て
の
異
議
を
も
新

債
権
者
に
対
し
て
主
張
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
認
。
こ
の
方
法
に
よ
る

と
、
債
務
者
は

E
E
m
g
N
g曲目
o
p
に
よ
っ
て
抗
弁
が
切
断
さ
れ
る
の
を

免
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
相
殺
は
、
譲
渡
人
に
対
す
る
債
権
と
の
聞
で
の
み

行
な
わ
れ
、
譲
受
人
の
そ
れ
と
の
関
で
は
行
な
わ
れ
な
い
。
遅
延
賠
償
に

つ
き
譲
渡
人
の
経
済
的
地
位
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
譲
受
人
は
譲
渡
人
の

円
舗
》

損
害
を
譲
渡
債
権
か
ら
清
算
で
き
る
。

ω仲
宮
内
出
回
何
回
吋
・
巧
RHMmH
は
、
譲
渡
の
無
因
性
を
強
調
し
、
譲
受
人
・

穂
波
人
間
の
関
係
を
譲
受
人
と
債
務
者
と
の
関
係
か
ら
切
り
離
し
て
考
え

る
。
し
か
し
、
譲
受
人
の
利
益
の
存
し
な
い
宮

E
g
g
s
a
s
に
お
い

て
は
、
担
保
の
た
め
の
債
権
譲
渡
以
上
に
、
譲
渡
人
と
債
務
者
の
権
利
義

務
関
係
を
知
っ
た
う
え
で
、
譲
受
人
が
取
り
立
て
る
と
い
う
例
が
実
際
に

行
な
わ
れ
て
い
る
。
債
権
譲
渡
の
無
因
性
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
取
立

鮪
鳴
を
す
る
譲
受
人
の
法
的
地
位
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

h
勺
〆
。

口
従
っ
て

S
E
E
g
g曲
目
。
"
に
も
真
正
の
鐙
託
的
譲
渡
と
さ
れ

る
も
の
と
、
次
の
田
口
紅
白

F
S宮
R
B僻
nv仲
間
宮
お
に
近
い
官
官
臼
田
o
i

g包
民
と
が
あ
る
。
前
者
は
穣
受
人
の
利
益
に
お
い
て
行
な
わ
れ
、
後



者
は
譲
渡
人
の
利
益
に
お
い
て
行
な
わ
れ
問
。
し
か
し
、
そ
の
際
の
砂
利

益
d

と
は
如
何
な
る
も
の
を
守
口
う
の
か
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
学

説
に
よ
っ
て
も
説
明
は
付
せ
ら
れ
て
レ
な
い
。
こ
の
利
益
を
ど
の
よ
う
に

考
え
る
か
に
よ
り
、

4

『
匙
待
。
片
山
仏
民
N
町田円山田
nvmw
〉
HM
足
立
ロ
ロ
ぬ
と
さ
れ
る

か
、
開
B
N
M
O
V
ロ
ロ
民
間
何
百
Mmn一
宮
山
間
ロ
ロ
ぬ
と
さ
れ
る
か
が
決
せ
ら
れ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
重
要
な
意
味
を
有
す
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
当
事
者
の
利
益
に
よ
っ
て
区
分
す
る
見
解
が
存

す
る
。
す
な
わ
ち
「
単
に
債
権
譲
渡
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
あ
っ
た
に
す

ぎ
ぬ
と
き
は
、
真
正
な
る
信
託
譲
渡
か
取
立
授
機
的
信
託
譲
渡
か
の
い
ず

れ
か
が
存
す
る
も
の
と
解
す
ベ
く
、
譲
渡
が
譲
受
人
の
利
益
の
た
め
に
な

る
と
き
は
前
者
炉
、
譲
渡
が
譲
渡
人
の
利
益
の
供
哨
に
な
る
と
き
は
、
後

者
が
存
す
る
も
の
と
解
し
て
妨
げ
な
い
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場

合
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
取
立
費
用
を
い
ず
れ
が
負
担
す
る
か
に
よ
り
決

し
、
費
用
を
負
担
し
た
方
を
利
益
者
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
取
立
費
用
の

み
に
限
る
必
妥
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
利
益
の
形
態
も
種
身
分
類
で
き
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、
同
第
一
に
、
債
権
の
割
引
や
売
買

の
よ
う
に
等
価
僚
交
換
が
一
時
に
行
な
わ
れ
る
場
合
、

ω
第
二
に
、
あ

ら
か
じ
め
の
原
因
債
権
関
係
は
存
し
な
い
が
、
譲
受
人
に
受
任
者
と
し
て

の
報
酬
債
権
が
成
立
す
る
場
合
、
制
第
一
一
一
に
、
・
あ
ら
か
じ
め
被
担
保
債

権
が
存
し
、
譲
り
受
け
た
債
権
を
取
り
立
て
充
当
す
る
場
合
、

ω
第
四

に
、
第
一
一
一
の
場
合
と
同
様
に
取
り
立
て
る
が
、
充
当
せ
ず
に
取
立
金
を
返

還
す
る
ほ
町
、
合
な
ど
が
あ
り
う
る
c

そ
し
て
第
一
一
一
の
場
合
に
は
、
担
保
の
た

め
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
も
、
取
立
の
た
め
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
も
令
ま
れ

権
利
担
保
論
序
説

i
i権
利
譲
渡
担
保
の
前
提
と
し
て

i
!

る
。
第
一
の
場
合
は
、
本
稿
で
は
問
題
外
と
な
る
。
第
二
の
場
合
は
、
譲

受
人
に
も
利
益
は
存
す
る
が
、
譲
渡
自
体
か
ら
生
ず
る
利
益
で
は
な
い
。

債
権
譲
渡
と
し
て
の
利
益
は
譲
渡
人
に
あ
る
。
従
っ
て
、
何
日
間
N
山
岳
ロ
ロ
何
回
1

2
8
m山口
Z
K
g
m
と
同
じ
で
あ
る
c

第
一
一
一
の
場
合
に
は
譲
受
人
間
有
の
利

益
が
存
す
る
と
い
え
る
。
第
四
の
場
合
は
、
返
還
の
実
体
に
応
じ
て
第
二

の
場
合
か
、
第
一
ニ
の
場
合
と
同
様
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
ニ
の
場

合
が
真
正
の
信
託
一
的
譲
渡
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
が
で
お

γ

四
取
立
権
限
の
み
の
授
与

ハ
必
)

取
立
権
限
の
み
の
授
与
は
、
真
の
意
味
の
債
権
譲
渡
で
は
な
く
、
い
わ

ゆ
る
譲
受
人
は
債
権
そ
の
も
の
は
取
得
せ
ず
に
、
た
だ
自
己
の
名
に
お
い

て
債
権
を
取
り
立
て
る
機
能
を
取
得
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
譲
渡

人
は
債
権
の
処
分
絡
を
失
う
こ
と
な
く
、
譲
受
人
が
取
立
て
た
な
す
ま
で

は
自
ら
取
立
て
を
し
、
免
除
を
し
、
和
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

(

砧

)

授
権
の
撤
回
も
で
き
る
。

ド
イ
ツ
法
上
、
M
W
山
富
山
岳

J
甥
。
吋
沼
山
岳
民
宮
認
を
認
め
る
か
ど
う
か

よ
町
一
き
、
判
例
は
動
揺
し
て
い
た
。
ま
た
、
学
説
も
大
き
く
二
分
さ
れ
て

い
る
。
阿
佐
N
円
四
月
H

d

口町山由開吋岳山め口寄紅白
H
M

ぬ
か
}
認
め
る
見
解
に
よ
る
と
、
債

権
譲
渡
に
よ
る
が
、
債
権
が
突
は
譲
渡
人
に
と
ど
ま
り
、
譲
受
人
は
滋
・
に

自
己
の
名
に
お
い
て
ハ

g
a
m
g∞g
z
m
g
g
v
取
り
立
て
る
権
限
・
含
有

す
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
が
考
え
ら
れ
う
る
し
、
ま
た
、
度
々
行
な
わ
れ
る
。

こ
の
場
合
は
、
代
理
権
一
ハ
〈
O
H
H
E
田口

E
U
が
存
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、

譲
渡
人
の
代
理
人
ハ
〈

R
Rえ
出
品
と
し
て
彼
の
名
に
お
い
て
取
り
之
て
る

も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
同
窓
者
♀

R
阿
佐
者
に
に

mgaε
に
属
す
る
他

七
七



人
の
権
利
、
す
な
わ
ち
B
G
B
一
八
五
条
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
取
立
授
権

で
あ
る
。
こ
の
授
権
に
つ
い
て
は
、

B
G
B
一
八
五
条
の
要
件
を
満
た
す

よ
う
な
特
殊
な
同
意
が
問
題
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

M
W
S
N
E
Eロ崎明白吋
l

B
舶
を
宮
認
を
認
め
る
影
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
主
ベ
る
。
形
式

上
の
譲
渡
人
が
彼
の
も
の
を
彼
自
身
の
名
で
譲
渡
す
る
権
限
を
授
擦
で
き

る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
の
債
権
を
譲
受
人
の
名
で
取
り
立
て
る
権
限
を
授
与

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
務
者
が
被
授
権
者
負
吋
露
間

S
E
m
g吋
〉
に
給
付

す
べ
き
義
務
は
、
被
授
権
者
か
一
時
的
に
譲
渡
人
自
身
の
地
位
へ
参
加
す

る
こ
と
や
、
授
権
に
存
す
る
譲
受
人
に
給
付
す
べ
き
指
図
ハ
〉
ロ
d
q
広
告
出
向
〉

か
ら
生
ず
る
。
債
務
者
が
完
全
譲
渡
ハ
〈
O
ロ
回
交

B
Eロ
巴
を
甘
受
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
よ
り
弱
い
効
力
の
取
立
授
権
は
な
お
さ

ら
で
あ
る
。
こ
の
有
効
性
は
、
ロ
ー
マ
法
上
の
穣
波
ハ
ロ

g田山
O
〉
の
発
展

、，，
J

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
、
と
い
M
ノ。

判
例
も
こ
れ
を
認
め
る
に
至
り
、
「
法
律
の
全
て
の
領
域
に
お
い
て
、

そ
の
発
展
は
、
他
人
の
権
利
を
行
使
す
る
た
め
の
権
限
移
転
の
可
能
性
を

円崎》

認
め
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
ま
た
、

R
G
に
は
被
授
権
者

に
識
の
朴
設
や
わ
か
掛
舎
に
の
み
、
こ
れ
合
認
め
よ
う
と
す
る
も
の

が
あ
る
。
こ
れ
は
、

B
G
H
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な

わ
ち
、
取
立
授
権
や
訴
訟
迫
行
授
権
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
る
。
但
し
、

そ
れ
は
被
授
権
者
か
他
人
の
権
利
を
、
訴
え
に
よ
っ
て
行
使
す
る
こ
と
に

円
一
凶
〉

特
に
保
護
に
値
い
す
る
利
益
を
有
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
。
さ

ら
に
は
、
差
押
え
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
年
金
請
求
権
に
つ
い
て
も
、
請
私
市

婚
者
わ
筈
い
か
い
骨
ー
…
口
、
す
な
わ
ち
対
側
の
限
度
で
、
あ
る
い
は
対
価
が

七
1¥ 

供
与
さ
れ
な
い
と
き
は
撤
回
で
き
る
と
し
て
、
さ
ら
に
対
価
の
取
得
を
停

止
条
件
と
し
て
な
さ
れ
る
場
合
も
、
取
立
授
権
は
・
有
効
で
あ
る
、
と
す
る

も
の
も
あ
料
v

従
っ
て
、
判
例
は
広
く
認
め
る
傾
向
に
あ
る
。

以
上
に
対
し
、
こ
れ
を
認
め
な
い
見
解
も
存
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
田
口
i

N
山岳ロロ畑町問団吋
S
出
島
神
宮
包
仰
を
肯
定
す
る
者
は
ロ
ー
マ
法
を
援
用
す
る

が
、
ロ
!
?
法
で
は
債
権
は
宮
山
田
口
O
丘
四
白
仲
間
件
目
。
に
よ
っ
て
移
転
し
、
そ

れ
放
に

g
g
e
g包
括

g
a
は
過
去
の
権
利
状
態
を
表
わ
し
た
に
す

ぎ
な
い
。
こ
の

P
I
マ
法
の
法
則
は
、
後
の
債
権
譲
渡
の
発
達
に
よ
り
克

服
さ
れ
、
今
日
の
法
に
移
植
で
き
な
い
不
完
全
な
移
転
形
態
で
あ
る
。
必

ら
に
、
契
約
自
由
か
ら
B
G
B
一
八
五
条
を
援
用
し
て
、
債
権
を
自
己
の

名
で
処
分
す
る
こ
と
を
授
権
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
異
議
が
述
べ
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
授
権
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
受
任
者

は
、
債
権
が
他
人
の
も
の
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
授
権
に

基
づ
い
て
訴
求
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
一
八
五
条
は
、
処
分
に
の
み
関
す

る
規
定
で
あ
る
た
め
異
論
の
余
地
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
取
立
は
、
受
任
者

が
給
付
を
受
け
、
受
領
に
よ
っ
て
債
権
が
消
滅
す
る
と
き
は
、
確
か
に
処

分
と
関
連
す
る
。
だ
が
、
取
立
自
体
は
処
分
か
ら
区
別
さ
れ
、
む
し
ろ
管

理
行
為

2
2毛
色
宮
防
阿
佐

g
a
g
e
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
ぬ
か
、

と
い
う
。

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
田
富
山
岳
ロ
ロ
官
四
円
箆
間
島
氏
側
ロ

p
m
を
考
え
る
に

は
、
次
の
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
取
立
権
限
の

み
の
授
与
は
、
実
際
の
力
関
係
・
利
害
関
係
を
反
映
す
る
た
め
に
起
こ
る

べ
く
し
て
起
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
取
立
目
的
や
担
保



日
間
的
の
債
権
譲
渡
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
突
資
を
反
映
し

て
取
立
総
を
説
明
す
る
だ
け
の
形
式
的
譲
受
人
が
登
場
し
た
が
、
こ
れ
は
、

次
に
述
べ
る
よ
う
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
債
権
譲
渡
制
度
の
あ
り
方
l
i
-
-
債

務
者
に
漣
知
を
す
る
こ
と
も
な
く
譲
渡
人
・
譲
受
人
の
み
で
対
外
的
な
効

力
を
有
す
る
債
権
譲
渡
止
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
ー
ー
か
ら
み
れ
ば
当
然

と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、
法
律
関
係
も
実
質
に
向
っ
て
運
動
し
、
皆
様
自

体
は
な
お
談
波
人
に
あ
り
、
債
務
者
の
譲
渡
人
に
対
す
る
一
切
の
抗
弁
も

譲
受
人
に
主
張
で
き
る
綴
果
と
な
る
。

従
っ
て
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
当
事
者
向
の
み
で
第

三
債
務
者
そ
の
他
の
第
一
一
一
滑
に
対
抗
で
き
る
債
権
の
談
淡
が
可
能
で
あ
る

こ
と
と
、

B
G
B
一
八
五
条
に
よ
り
「
自
己
の
名
に
お
け
る
他
人
の
権
利

の
処
分
」
概
念
が
肯
定
さ
れ
て
ぎ
た
こ
と
か
ら
、
目

s
u
v
g開
伯
母
i

sr宮
町
民
口
ね
を
認
め
る
基
礎
が
緩
立
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で

〈
出
〉

き
る
で
あ
ろ
う
。

五
位
置
づ
け

以
上
の
よ
う
な
検
討
が
、
わ
が
国
の
債
権
譲
渡
と
ド
イ
ツ
訟
に
お
け
る

そ
れ
と
を
比
較
し
た
功
分
に
、
ど
の
よ
う
に
位
霞
づ
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ

円
一
回
〉

ろ
う
か
c

わ
が
国
の
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
つ
わ
が
問
で
は
、
当
事
者
向
で
は
合
意

の
み
で
譲
渡
の
効
力
宝
生
ず
る
が
、
債
務
者
お
よ
び
第
三
者
に
対
し
て

は
、
佼
務
会
へ
の
湧

ιj

知
一
ま
た
は
債
務
者
よ
り
の
承
諾
♂
デ
ザ
二
」
対
抗
で
き

d

l

づ
レ
一
ザ
}
ず

ωhvo

こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
山
氏
訟
で
は
、
出
活
に
僚
機
譲
滋
約
一
〈
配
め
み
(
僚
機

権
利
担
保
論
序
説

!
i権
和
譲
渡
担
保
の
前
提
と
し
て

i
i

証
市
中
日
の
提
示
が
必
要
)
で
当
事
泣
お
よ
び
債
務
者
や
第
三
者
に
譲
渡
の
効

力
が
生
じ
る
。
m
m
し
、
債
務
者
の
懇
意
の
場
合
と
悪
意
の
場
合
と
で
氏
側
加

し
、
債
権
譲
渡
を
知
ら
な
い
善
意
の
債
務
者
な
ら
び
に
第
三
者
を
保
殺
す

門
町
田
〉

る
(
品
車
問
窓
取
得
c
v

こ
の
よ
う
な
相
異
か
ら
、
右
で
述
べ
た
取
立
目
的
、
担
保
目
的
、
取
立

権
限
の
み
の
授
与
も
修
正
を
受
け
る
。
具
体
的
に
-
…
ほ
う
と
、
右
の
三
つ
の

い
ず
れ
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
譲
渡
の
形
態
と
し
て
、
例
通
常
の
債
権
譲

渡
の
通
知
(
承
諾
〉
が
あ
る
場
合
、
制
担
保
取
立
の
目
的
を
も
通
知
し

て
い
る
場
合
、
倒
的
ら
譲
渡
の
遜
知
が
な
い
場
合
に
分
け
ら
れ
る
。
わ

が
悶
で
は
、
こ
の
一
一
一
つ
の
場
合
で
各
々
効
力
が
兵
な
る
点
で
ド
イ
ツ
訟
と

迷
い
が
生
ず
る
。
ず
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
通
知
・
承
認
の
存
一
台
に

か
か
わ
ら
ず
譲
受
人
は
債
務
者
か
ら
取
り
企
て
る
権
能
止
を
有
す
る
が
、
わ

が
悶
で
は
、
仰
の
場
合
は
取
り
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
こ

の
場
合
に
は
譲
受
人
に
権
利
が
移
転
し
て
い
る
と
言
う
必
姿
は
な
い
。
制

お
よ
び
耐
の
場
合
に
お
い
て
、
譲
受
人
が
取
り
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
通
知
・
承
認
が
示
す
よ
う
に
譲
受
人
に
権
利
が
移
転
し

た
か
ら
℃
あ
る
。
そ
れ
故
、
わ
が
訟
で
は
ρ
当
事
殺
の
利
益
μ

の
み
に
し
よ
っ

て
権
利
が
移
転
し
た
か
有
か
を
決
め
る
こ
と
は
で
会
な
い
こ
と
と
な
る
c

し
か
も
、
こ
こ
で
述
べ
る
譲
渡
に
は
、
予
め
当
事
者
間
に
原
因
債
総
関
係

が
存
し
、
譲
渡
人
が
か
、
っ
て
い
る
債
務
に
対
し
て
譲
渡
が
行
な
わ
ふ
た
と

い
う
前
誌
が
あ
る
合
そ
と
で
~
'
二
¥
れ
ば
、
単
な
る
債
権
り
売
買
な

γ
L
1

山
、
一
な
み
の
で
糸
d
r
、
本
樹
、
か
ふ
除
外

J

ご
ぞ
2
c

川
叫
似
山
山
い
J
a

れ

わ

山
l

も
、
取
立
目
的
の
場
合
と
犯
保
目
的
の
場
合
が
込
る
が
、
右
め
前
提
か
ら

七
九



、
、
、
、
、

い
け
ば
、
取
泥
沼
狩
と
い
っ
て
も
一
一
収
之
内
川
結
果
、
白
川
コ
〕
の
債
権
に
光
渇
す

る
の
勺
ろ
が
山
山
、
談
?
一
r

へ
の
お
い
住
と
;
二
三
川
約
保
自
治
三
叶
J

U

門
司
み
る
ο

た
だ
、
取
り
立
て
て
談
波
人
止
す
配
す
る
一
場
九
日
J
U
山
地
に
は
日
午
H
h
u
J

忍
J
J

、

取
立
報
酬
以
上
の
利
段
以
後
受
人
に
は
存
し
ιに
い
。
そ
し
て
、
特
殊
な
目

的
の
議
波
に
は
、
担
保
問
同
的
で
あ
れ
、
段
。
?
丘
口
制
約
で
あ
れ
、
取
り
す
一
て
て

充
当
す
る
場
合
、
が
足
掛
的
に
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
川
仰
の

場
合
で
、
取
っ
立
て
て
譲
渡
人
に
返
還
す
る
場
合
以
外
は
、
わ
が
国
で
も

真
正
の
信
託
的
な
債
権
譲
渡
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ωの
担
保
取
立
の

端
的
波
で
あ
る
回
目
が
遜
知
さ
れ
て
い
る
場
合
も
、
談
受
人
が
債
務
者
か
ら
取

り
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
や
は
り
核
科
が
移
転
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
場
合
も
帥
と
同
じ
く
真
正
の
信
託
譲
渡
と
い
え
る

が
、
同
広
島
与
は
m
g
p
m
ハ
一
反
し
譲
渡

)
i
i債
務
の
弁
済
に
よ
る
譲
渡

人
の
受
渓
し
な
い
し
譲
渡
の
撤
回
に
あ
た
る
も
の

l
iが
対
外
的
に
可
能

で
あ
る
点
で
同
と
異
な
竹
ご
う
る
。
ゅ
の
場
合
に
は
、
譲
受
人
と
し
て
債
務

者
か
ら
取
り
立
て
る
権
利
を
有
し
な
い
の
で
、
債
務
者
か
ら
の
支
払
を
待

つ
し
か
な
い
。
ぞ
れ
が
担
保
目
的
の
場
合
は
、
代
恕
受
領
や
振
込
指
定
と

同
じ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
譲
渡
の
通
知
も
な
い

か
ら
、
な
…
一
以
権
問
恨
の
授
与
J

が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
扱
っ
て
も
不
都
合
が
な

(
四
国
〉

い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

注ハ
1
)

わ
が
一
回
に
お
い
て
も
、
特
殊
な
目
的
の
抑
制
終
譲
渡
に
つ
い
て
論
及
す
る
も

の
が
少
な
く
な
い
。
磯
谷
挙
次
郎
「
僚
経
/
信
託
譲
渡
ノ
性
庶
民
ヲ
論
ジ
テ
譲
渡

ヨ
リ
生
ズ
ル
時
弊
ノ
防
止
策
ニ
及
ブ
」
新
報
二
八
巻
四
号
一
一
一
一
一
氏
、
我
奏
栄
・

新
訂
佼
務
総
論
五
五
O
京
、
我
山
委
綴
e

制
判
倒
的
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
僚
権
総
論
一
一
一
一

J¥ 。

四
一
貝
、
甲
斐
道
太
郎
・
注
釈
民
法
M
W
Z
一
四
六
頁
、
始
木
関
部
H
世
間
木
多
遊
間
男
・
対

日
約
僚
機
法
総
論
門
機
訂
版
〕
一
ニ
三
九
貰
、
村
民
間
開
不
一
一
雄
・
俄
権
総
論
〔
続
出
問
〕

一
一
九
六
文
、
山
ポ
一
戸
克
己
一
段
立
の
た
め
に
す
る
僚
機
譲
渡
」
判
例
減
期
間
債
権

一川口
1
一
一
ニ
一
一
文
、
民
(
回
目
円
送
「
取
立
の
た
め
に
す
る
は
M
権
譲
渡
」
民
法
判
例
吉

選

E
債
稜
七
回
頁
、
森
泉
H
中
井
自
森
H
一
ニ
和
一
昨
日
石
外
H
伊
藤
日
新
臼
・
良
一
一
以

縫
執
務

4
内
閣
総
総
論
二
六
一
一
一
夏
、
林
日
右
回
日
高
木
・
出
係
機
総
論
四
七
O
真
、
そ

の
他
教
科
餐
で
も
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

ハ
2
)

我
姿
・
前
持
品
管
一
広
況
C
賞
、
於
同
体
・
前
掲
書
官
一
一
九
六
区
、
約
。
ぷ
H
一一科ーポ・

前
掲
養
一
一
一
一
ニ
丸
一
良
。

(
3
〉

F
o
r
ユVFMnF
品伶
ω
同WUH1問
21日目円
HMAWHMMN開門吋
MZ-
∞
門
戸
同
旬
開
NonF叶品ゆ司

m
n
v
z日仏〈ゆ『
HM邸-一古田山田
m
o
Hむ叩品・

ω
-
M
O山
崎
戸

〈
4
)
ω
。。門間品目・
ωお
古
巾

H
F
凶出円
m阿見山門戸山口甘
mm
の
2
2
N
V
E
n
F
切払・

N司
ω
n何回三品
i

吋mnvp
ア
巴
句
"ω
・
mGH
ロ・
U
F
g口
}Mmw吋
デ
〉
口
問
。
B
巳口
g
ω
n
H
Hロ
5
8門広

ι
8
切
の
∞
-HUMmrω-AF一日

(

5

)

戸山門町田
NUHhHH吋MMロロ何回円
HO品
ω
n
F耳目仏門
mwRUFFH目、可申
-HH-
〉口出・

ω-h日間
hH

(
6
)
E
Z
5
2
Z
F
ω
n
Z
5
5
n
F
H
U
3
ω
・
∞
回
目
・
そ
の
他
類
似
の
も
の

も
多
い
。
例
え
ば
、

O
R昨日山口
Hr
む白帥阿凶⑦抗日民

ι
2
ω
n
F
6
5
2岳
山
口
マ

出
家
P
H
U
N
∞"ω
・

8
u
u
g
o
S
3
2・
krz問。
8
2
H
w
g
ω
n
r
c
]品
E
n
z
-

HU由
UWω
・同町印川匂即日同ロ《凶
F
切
骨
m
q
H
F
n
v
g
の
2
0仲

NVHHnF.HU4pω
・九日宏

同
時

ハ
7
〉

ω
包
円
F
M位
向

g
g
g
2
2
4
B
Z
H仲口出品
ω
w
r
q
g拘田口
Z
3
5間口出時
u

同W仏
・
同
・

MOmm・
ω
・
N寸む・

(
8
〉
鈴
木
禄
弥
・
譲
渡
担
保
〈
経
営
法
学
会
集
9
u
二
五
O
頁。

(
9
〉
中
馬
義
直
「
質
権
と
代
潔
受
領
の
開
時
間
」
民
法
学
3
担
保
物
権
の
重
要
問

出
限
四
五
叉
。

(
叩
山
〉
山
口
地
判
問
問
四
一
ニ
・
一
ニ
・
八
新
開
六
}
一
一
八
号
二
一
一
一
良
一
は
注
目
す
べ
き
綾
初

の
判
例
で
あ
る
。
「
:
:
・
所
諮
拠
保
ノ
目
的
ヲ
以
テ
払
込
僚
権
ヲ
原
告
木
村
作

一
ニ
ニ
譲
渡
シ
貸
金
後
権
/
笑
行
ヲ
磁
保
ナ
ラ
シ
ム
ル
飽
旨
ニ
出
タ
ル
コ
ト
ハ
問
問
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い
う
の
が
適
切
が
ど
う
か
、
筏
接
持
ー
だ
が
-
低
減
刊
の
引
引
当
て
と
T

し
て
な
3
れ
ぷ
り

ウ
]
て
て
そ
む
使
叶
立
川
九
治
さ
れ
る
何
掛
か
が
、
ひ
し
ろ
多
い

F
Z」
h
d
九
五
J

三
旬
、
疑

問
で
も
あ
る
さ
ウ
法
仲
品
川
九
一
日
rυ
…
町
議
…
波
と
信
託
山
山
口
一
色
気
海
町
内
絞
れ
と
は
、
ヌ
質
的
は
ど

の
よ
う
に
奨
な
る
の
か
が
も
ぞ
れ
J
し
れ
う
ほ
一
体
灼
滋
カ
ャ
セ
検
討
・
3

ゆ
た
う
え
で
も

佼
判
刊
の
譲
渡
山
口
…
保
ウ
給
自
伝
と
L
J
ぬ
と
ら
計
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
四
節

権
剥
譲
渡
担
保
へ
の
展
望

付
権
利
の
譲
渡
担
保
が
、
最
的
に
も
多
く
、
判
例
上
に
も
複
雑
な
形

で
登
場
す
る
に
京
一
二
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
畑
山
何
な
る
役
資
を

有
す
る
も
の
か
が
、
ま
ず
理
論
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
権
利
の
譲
渡
担
保
の
独
自
性
を
実
際
上
認
め
て
ゆ
く
べ
き
か
否
か

は
、
そ
の
次
の
問
題
で
あ
る
。
権
利
譲
渡
担
保
の
具
体
的
効
力
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
鈴
木
教
授
や
伊
藤
教
授
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
権
利
(
こ
こ
で
は
特
に
指
名
債
権
)
の
譲
渡
担
保
は
、
ど
の
よ
う

な
経
緯
で
生
起
し
て
き
た
も
の
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
そ
の
範
囲

に
入
り
う
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
窓
味
で
理
論
的
に
可
能
な
の
か

(
例
え
ば
民
法
体
系
上
ど
の
よ
う
に
位
震
づ
け
ら
れ
る
の
か
〉
な
ど
に
つ

い
て
は
、
必
ず
し
も
充
分
に
説
明
'
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
京
稿
で
は

そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
権
利
誌
と
特
殊
な
目
的
の
僚
機
譲
渡
を
検
討
し

た
次
第
で
あ
る

G

同
権
利
賀
か
ら
検
討
ゃ
い
始
め
た
の
は
、
そ
こ
に
手
が
か
り
が
あ
る
と

考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
権
利
演
は
、
、
ド
イ
ツ
後
期
普
通
法
か
ら
民

!¥ 
四

改
組
〈
成
立
過
程
に
お
い
て
定
蒸
し
た
c

し
か
し
、
そ
れ
以
前
か
ら
、
経
、
必
川

取
引
が
発
昭
次
す
る
に
つ
れ
て
、
確
実
‘
丘
中
債
権
一
に
つ
き
防
法
的
(
交
換
河
川
仇
治

的
)
意
識
が
高
ま
り
‘
治
的
佐
官
に
は
」
鉱
山
認
識
の
ぞ
一
立
、
権
利
を
自
的
と

す
る
担
保
は
行
な
わ
れ
て
き
て
レ
た
心
そ
れ
が
権
利
口
同
一
切
説
の
も
と
に
唯

一
の
権
利
担
保
制
度
と
L
て
法
泉
上
奴
a
託
さ
れ
た
e

L
か
し
、
元
来
権
利
引

を
目
的
と
す
る
担
保
に
は
、
権
利
移
転
的
性
質
が
含
ま
れ
て
い
た
。
従
っ

て
、
立
法
過
程
に
お
い
て
も
、
権
利
を
目
的
と
す
る
担
保
を
物
上
担
保
の

枠
の
中
に
閉
じ
込
め
切
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
債
権
譲
渡
の
規
定
を

準
用
す
る
と
い
う
処
置
が
と
ら
れ
た
。

そ
れ
故
、
権
利
府
民
の
諸
機
能
に
は
、
物
上
質
的
視
点
か
ら
は
制
飢
え
に
く

い
点
を
含
む
も
の
も
あ
る
。
し
か
も
、
信
用
取
引
の
中
で
は
、
物
上
質
と

同
様
の
意
味
で
物
権
と
し
て
鋭
定
さ
れ
た
権
利
質
よ
り
も
、
債
権
を
譲
り

受
け
た
方
が
簡
便
で
あ
り
、
都
合
が
良
い
場
合
が
多
い
の
で
、
債
務
に
対

す
る
引
当
て
〈
担
保
〉
と
し
て
債
権
譲
渡
の
方
法
が
ξ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。持

右
の
よ
う
な
僚
機
譲
渡
が
、
担
保
目
的
、
取
立
目
的
、
取
立
権
限

の
み
の
授
与
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
す
で
に
、
学
説
・
判
例
に
お
い

て
、
債
権
の
譲
渡
担
保
は
披
傑
の
た
め
に
す
る
債
権
譲
渡
で
あ
る
、
と
い

う
指
一
橋
ぞ
星
野
教
授
川
ん
は
う
に
、
こ
れ
ら
の
債
権
譲
渡
と
譲
波
担
保
こ

を
対
比
せ
よ
、
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
右
の
よ
う
な
債
権

譲
渡
が
、
権
利
の
譲
渡
担
保
を
検
討
す
る
際
の
資
料
と
な
る
こ
と
は
推
測

す
る
に
難
く
な
い
ハ
以
上
が
権
利
の
譲
渡
担
保
の
由
来
)
。

右
の
特
殊
な
目
的
の
債
権
譲
渡
を
、
わ
が
国
の
債
権
譲
渡
制
度
と
の
比



絞

か

ら

み

る

と

、

る

の

は

、

通

常

の

債

総

譲

渡

門
V

通
郊
令
市
刑
法
)
ぞ
ち
ょ
ん
場
合
お
よ
び
担
保
な
い
し
取
立
丹
治
の
譲
波
通

知
い
ち
の
こ
一
ん
が
叫
ん
は
の
う
弘

J
m
J
A

担
保
九
ヤ
い
お
い
し
沢
立
十
九
当
、
九
日
三
倍
(
一
W
H
的人下川口いい的と

ゐ
ふ
一
問
ふ
と
い
え
と
〈
渋
川
t

川υ
譲
渡
お
保
♂
一
戦
践

}
c
h
ふ
r
狭
湾
滋
却
が
な

い
場
合
は
沢
一
守
一

rhh以
必
み
に
授
与
乙
み
て
も
設
支
え
も
た
い
c

そ
の
u
t
の
通

知
が
あ
っ
た
場
合
も
m
N
様
で
み
の
る
。
さ
ら
に
、
議
淡
通
知
が
あ
る
が
譲
受

人
が
取
り
立
て
、
譲
渡
人
に
返
還
す
る
場
合
も
、
権
利
は
移
転
し
、
譲
渡

人
の
関
係
で
取
立
報
酬
に
対
す
る
利
益
は
保
護
さ
れ
る
。
但
し
、
こ
れ
ら

は
哀
の
譲
渡
担
保
勺
は
な
い
σ

同
葬
典
型
的
な
現
象
を
犯
え
る
に
あ
た
り
、
結
論
の
安
当
性
に
重
要

性
を
誼
き
、
佐
賀
誌
は
妥
当
な
結
論
を
無
現
な
く
潔
き
出
し
う
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
然
、
理
な
〈
導
き
う
る
仲
間
質
論
は
ど
れ

か
を
採
る
こ
と
で
足
る
と
い
う
傾
向
が
一
方
に
あ
る
。
し
か
し
、
非
典
型

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

的
な
現
象
ば
原
則
則
的
な
現
象
の
効
力
を
借
り
る
形
で
、
あ
る
い
は
原
則
的

、
、
、
、
、
、
、

町
立
現
象
と
不
可
分
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
原
則
的
な
現
象
と
の
関

係
を
も
一
貫
し
て
捉
え
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
涯
論
こ
そ
誇
お
保
万
訟
に
兵
体
的
指
針
な
与
え
う
る
の
で
あ

り
、
単
な
る
結
果
妥
当
性
か
ら
は
理
論
的
法
郎
も
将
来
へ
の
予
測
も
与
え

ら
れ
な
い
。

従
っ
て
、
債
権
の
譲
渡
担
保
も
、

P

権
利
質
d

l

p

特
殊
な
目
的
の
債

権
譲
渡
d

l

p

債
権
の
譲
渡
担
保
d

の
発
展
過
程
の
中
で
捉
え
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
特
殊
目
的
の
債
権
譲
渡
の

中
の
宅
島
吋
阻
止
向
山
富
山
湾
問
m
n
v
m
〉
刊
誌
お
宮
口
仰
が
債
権
の
譲
渡
担
保
と
問

権
利
担
保
論
一
序
説

!
i権
利
譲
渡
担
保
の
前
提
と
し
て

l
i

様
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
て
、
初
め
て
民
法
体
系
の
中
に
位
震
づ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
し
、
支
た
兵
体
的
効
力
も
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
円
台
し
ろ
、
そ
こ
に
権
利
の
談
波
担
保
。
兵
r

常
的
効
力
が
、
す
で
に

示
さ
れ
て
い
る
v
u
そ
し
て
、
話
mHF
『巾時即応ロ
N

仲間同氏引口一言〉
σ仲
町
立
ロ
ロ
ぬ
に
、

担
保
露
目
的
の
み
な
ら
ず
取
J
J

立
て
て
し
充
当
を
目
的
と
す
る
も
の
も
合
ま
れ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
権
利
引
の
譲
渡
お
保
冷
、
契
約
関
係
の
表
面
に
は
現
わ

れ
な
い
も
の
の
相
当
多
く
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
か

μ。

制
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
右
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
権
利
の
譲

渡
拐
保
の
具
体
的
効
力
と
そ
れ
に
見
合
う
法
的
構
成
が
検
討
さ
れ
な
け
れ

(

4

)

 

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
は
、
権
利
の
譲
渡
担
保
と
権
利
賀
や
債
権
譲
渡

と
の
実
質
的
差
異
も
検
討
さ
れ
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
と
し

て
、
初
め
て
権
利
の
譲
渡
担
保
の
独
自
性
一
五
々
に
も
及
ぶ
こ
と
が
で
き
よ

う
。
さ
ら
に
は
、
権
利
の
種
類
に
よ
っ
て
そ
の
性
質
も
異
な
り
う
る
の

で
、
権
利
ご
と
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
権
利
を
目
的
と
す
る

他
の
担
保
と
の
関
係
や
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
必
要
も
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
権
利
を
呂
的
と
す
る
約
一
保
を
総
論
的
・
各
論
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
権
利
の
個
性
に
合
っ
た
担
保
方
法
が
期
待
で
き
る
と
と
も
に
、
我

妻
博
士
の
遺
さ
れ
た
9
権
利
ハ
債
権
〉
の
財
産
性
d

を
完
全
な
ら
し
め
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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1

)

鈴
木
緑
お
・
譲
渡
担
保
〈
経
営
法
学
金
集
9
〉
ご
五
O
頁
、
中
馬
義
箆
「
質

件
艇
と
代
田
品
受
領
の
国
間
関
」
民
法
学
3
約
一
保
物
擦
の
爾
午
前
封
筒
題
四
入
賞
。

(
2
〉
星
野
英
一
・
民
法
概
論
E
一
二
四
頁
。

八
五



(
3
〉
し
か
し
、
そ
の
法
的
性
質
が
、
必
ず
わ
が
図
で
い
う
信
託
譲
渡
説
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
マ
は
な
い
。

(

4

)

間
同
じ
非
典
裂
担
保
と
し
て
、
仮
登
記
担
保
が
法
的
に
認
知
さ
れ
る
以
前

に
、
終
寿
夫
・
代
物
弁
済
予
約
の
研
究
が
「
お
保
留
的
の
仮
塗
記
と
い
う
綴
念

の
可
能
性
・
必
要
性
お
よ
び
物
権
的
効
力
・
対
抗
力
に
つ
き
」
(
一
六
六
頁
〉

行
な
っ
て
き
た
の
と
同
様
の
作
業
が
ζ

乙
明
、
も
必
要
と
き
れ
る
で
あ
ろ
う
。

〈

5
〉
す
で
に
第
三
節
で
も
若
干
触
れ
た
が
、
権
利
の
譲
渡
担
保
を
検
討
し
た
後

八
六

に
改
め
て
論
ず
る
。

門
追
記
〕
本
稿
は
、
本
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
法
学
専
攻
博
士
課
程

に
お
い
て
、
務
芳
夫
教
授
の
ご
指
導
の
も
と
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
権
利
の
譲
渡
担
保
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
、
続
け
て
別
誌

に
別
穏
を
予
定
し
て
い
る
。


